
（求職者の方へ）

※

受給資格者のしおり

筆記用具

払渡希望金融機関指定届、または預（貯）金通帳（本人名義のもの）

写真 枚（正面上三分身、タテ3cm × ヨコ2.4cmのもの）

運転免許証、官公署が発行した身分証明書・資格証明書（写真付き）のいずれか

（船員の場合は船員手帳）

住民票記載事項証明書（住民票の写し、印鑑証明書）

国民健康保険資格確認書または健康保険資格確認書

その他（ ）

※ 認定日には、必ず次のものを持参してください。

雇用保険受給資格者証　・　失業認定申告書　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

※

※ 内容について不明な点がありましたら、お気軽に係員にお問い合わせください。

※ 駐車ｽﾍﾟｰｽには限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

雇用保険説明会には、○印をつけたものを持参してください。

1

令和 年 月 日受給資格決定年月日
認定日

（型－曜日）

月 日（ 曜日） 時 分

名 前

支給番号 型

曜日

雇用保険説明会の日時

2

3

最初の失業認定日 　　 月 　　日(　　曜日)　　 時 　　分 ～ 　   時 　  分

雇用保険受給の手続きをすると、手続をした日以前に雇用保険に加入していた期間は、基本手当等の支給
の有無にかかわらず、その後の雇用保険の支給要件の計算には算入されませんのでご注意ください。

4

6

8

7

5 マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか（＊）

（＊）受給手続きには個人番号確認書類（マイナンバーカード等）が必要です。

LL070801保01

厚生労働省HPに雇用保険のQ&Aを掲載しておりますので、ご覧ください。

【URLはこちら】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html



雇用保険制度は、次の４つを大きな目的としています。

①働く方々が、万一失業してしまった場合に必要な給付を行って、生活
の安定を図り、１日も早く再就職できるよう支援すること。

②定年後の再雇用、育児休業、介護休業により賃金が低くなる、または
なくなってしまうときに必要な給付を行って、仕事を続けられるよう支
援すること。

③ご自身の働く能力を伸ばす取り組みを支援すること。

④働く方々が、能力に合った仕事に就き、安心してその仕事ができるよ
うに、失業の予防や仕事をする能力の開発・向上などを支援すること。

　この「しおり」では、「生活の安定を図り、1日も早く再就職できるよ
う支援する」という①の目的のための給付（基本手当、再就職手当な
ど）を中心に説明します。

　雇用保険の支給を受けるためには、さまざまな手続きを定められた期
日に、または期間内に行っていただく必要があります。

　雇用保険についてわからないことがありましたら、どんなことでも遠
慮なく、ハローワークの係員にお問い合わせください。

　雇用保険の仕組みをしっかりとご理解いただき、１日も早い再就職の
実現のため、ハローワークの各種サービスをご利用ください。

　また、退職された船員の方が、引き続き船員での再就職をご希望の場
合は、地方運輸局・海事事務所の窓口をご利用ください。

一日も早い再就職のために



ハローワークのサービスをご利用ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

受給手続きのながれ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

１  雇用保険の給付を受けることができる人は？ ・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

２  失業の状態とは？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３  雇用保険受給資格者証の見方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
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７  受給資格決定日からの｢待期｣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

８  支給が始まるのは (給付制限がない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

９  離職理由によって、１～３か月の給付制限があります・・・・・・・・・・・・10 

10 教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます・・・11 

11 支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら？・・・・・・・・・・・13 

12 失業の認定とは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 
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14 求職活動実績とは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

15 求職活動実績にはどんなものがあるの？・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

16 基本手当の支払いについて・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・19 

17 受給期間の延長とは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

18 離職後に事業を開始等した方の受給期間の特例について・・・・・・・・・・・21 

19 紹介拒否などによる給付制限とは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

20 認定日にハローワーク等に来所しなかったときは？・・・・・・・・・・・・・22 

21 認定日の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 
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基本手当等の支給について
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22 就職または事業を開始することが決まったときは？・・・・・・・・・・・・・24 

23 再就職手当について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 
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29 就職した後に、再び離職したときは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 
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32 病気やけがで働けなくなったときは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

33 もし、受給資格者本人が受給中に亡くなったときは？・・・・・・・・・・・・34 

34 失業等給付は正しく受給しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

35 処分に不服があるときは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

36 教育訓練給付金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

37 雇用継続給付等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

38 雇用保険と老齢厚生年金等との併給調整について・・・・・・・・・・・・・・42 

39 国民健康保険料(税)の軽減について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

・主な手続き一覧 

・ハローワーク以外での求職活動 

・各種証明書（別紙１～別紙５） 

・週型カレンダー（２０２５年 ～ ２０２６年） 

・鹿児島労働局・ハローワークからのお知らせ 

・ハローワーク（公共職業安定所）、地方運輸局及び附属施設等一覧 

失業等給付は正しく受給しましょう

その他



仕事についての相談 

求人情報の提供 

希望の会社への紹介 

仕事探しのサポート 

その他のサービス 

ハローワークのサービスをご利用くださいハローワークのサービスをご利用ください

ハローワークでは、みなさまが１日も早くご自身の希望される安定した仕事に就けるよう、職業紹介

をはじめとしたさまざまなサービスを提供しています。 

 ハローワークは厚生労働省所管の国の機関ですので、全てのサービスが無料でご利用いただけます。

以下にハローワークの主なサービスをご紹介しますので、ぜひご利用ください。 

 なお、ハローワークをご利用いただく際には、「雇用保険受給資格者証」をお持ちください。 

ハローワークの職業相談窓口では、就職に関するさまざまな相談に対応しています。「希望する求人が

見つからない」、「気になる求人があるのだけど、どうしよう・・・」など、どのようなことでも結構です。

お気軽に窓口へお越しください。 

  また、現在の求人状況の説明や、１日も早い再就職のためのアドバイスなども行っています。 

ハローワークには、さまざまな会社から、毎日新しい求人が寄せられています。 

 求人情報は、お持ちのスマートフォンやパソコンを使って簡単にご覧いただくことができます。 

 さらに、ハローワークでは、他のハローワークに出ている求人情報の提供も行っていますので、広範囲

の求人情報を入手することができます。 

応募したい求人がありましたら、職業相談窓口へお越しください。 

  その求人についての説明やアドバイス、もちろんご質問もお受けしたうえで、会社の担当者と面接日

時などの調整を行い、紹介状をお渡しします。 

  また、求人の各種条件が多少ご希望と合わない場合には、会社との調整も行っています。 

 ハローワークでは、みなさまの仕事探しをサポートするため、ご自身に適した仕事を見つけるための

方法や、面接の受け方についてのアドバイスなど、各種セミナーを開催しています。各種セミナーのスケ

ジュールなどについては、各ハローワークにお問合せください。 

  その他にも、ハローワークごとに、さまざまなサービスを提供しています。 

  サービスのメニュー・内容については、各ハローワークにお問い合わせください。 
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支給終了後も、職業相談はご利用いただけます。

受給手続きのながれ受給手続きのながれ

求職申込と

受給資格の決定

雇用保険説明会

待期満了

給付制限

失業の認定

基本手当の支払い

原則として 4週間ご

とにあなたの認定日

が指定されます。

就 職

支給終了

受給手続きをする本人が、必要書類をハローワークまでご持参ください。

ハローワークでは、提出された書類等により受給資格の確認・決定を行い

ます。

受給資格者証など必要な書類をお渡しします。 

また、雇用保険の受給手続きの進め方や就職活動について説明します。 

 ※雇用保険説明会は、待期期間満了後となる場合もあります。 

受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して７日間経過する

までを「待期期間」といい、この間は雇用保険の支給対象となりません。

自己都合で離職された方は待期満了の翌日からさらに原則１か

月間、懲戒解雇で退職された方は待期満了の翌日からさらに３か

月間、基本手当は支給されません。これを「給付制限」といいま

す。詳細は、「９ 離職理由によって、１～３か月の給付制限があ

ります」をご覧ください。 

認定日ごと（原則として 4週に 1回）に失業認定申告書を提出し

てください。 

就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定を行います。 

失業の認定を受けた日数分の基本手当は、あなたの普通預金口座への振

込みとなります。（振込みまでの期間は金融機関によって異なりますが、

おおむね 1週間程度かかりますのでご了承ください）

職業相談をご利用ください 
求人閲覧、職業相談などは、認定日以外の日も利用できます。 

積極的な求職活動で１日も早い再就職を。 

離職

支給終了後も、職業相談はご利用いただけます。
遠慮なく、ハローワークへお越しください。

再就職に対する給付金として、再就職手当・就業促進定着手当・

常用就職支度手当・高年齢再就職給付金などを申請できる場合が

あります。 
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保険料を負担していたのに、求職者給付を受給できないことがあるの？

１．病気やケガですぐに就職することができない（労災保険の休業［補償］給付や健康保険の傷病手

当金などの支給を受けている場合を含みます） 

２．妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することができない 

３．親族の看護などですぐに就職することができない 

４．定年などにより離職してしばらくの間休養する 

５．結婚して家事に専念し、就職を希望しない 

６．家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない 

７．自営業（準備を含みます）をしている ※収入の有無を問いません。 

８．会社などの役員に就任している（活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください） 

９．就職（見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません）している 

  ※週あたりの労働時間が 20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、

その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。 

10．学業に専念する（昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない） 

11．次の就職が決まっている（雇用予約・内定を含みます） 

※ １．２．３．４．の理由により、すぐに職業に就くことができないときは、受給期間を延長で

きる場合があります。（20ページ参照） 

１ 雇用保険の給付を受けることができる人は？

雇用保険では、失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念し、１日も早く再就職していただくために

「求職者給付」を支給します。 

 この求職者給付は、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではありません。 

求職者給付を受給できるのは、失業の状態にある方のみです。 

２ 失業の状態とは？

失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。

○ 積極的に就職しようとする意思があること。 

○ いつでも就職できる能力（健康状態・環境など）があること。 

○ 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。 

雇用保険は、積立貯金のように、保険料を負担していれば、必ず支給を受けることができるという制度

ではありません。 

 雇用保険は、あなた自身に納めていただいた保険料のほかに、他の働く方々や事業主からの保険料と 

税金によって、国が運営している相互扶助（助け合い）の制度です。 

このため、法律に定める要件に当てはまらない限り、支給を受けることはできません。 

以下のいずれかの状態に当てはまる方は、原則として求職者給付を受けることができません。
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働きたい気持ちはあるけれど、今は病気等で働けない場合はどうすればいいの？

仕事を辞めて、資格を取るため昼間学校に通う場合、保険はもらえないの？

どのような状況が｢就職｣したことになるの？ 

働きたい気持ちはあるけれど、今は病気等で働けない場合はどうすればいいの？

仕事を辞めて、資格を取るため昼間学校に通う場合、保険はもらえないの？

どのような状況が｢就職｣したことになるの？ 

 求職者給付を受けることができるのは、原則として離職日の翌日から１年間です。この期間のことを

「受給期間」といいます。 

 退職後、病気、妊娠等の理由ですぐに働くことができない間に、受給期間が過ぎてしまうと、せっかく

の保険制度が利用できないことになってしまいます。 

 そこで、一定の基準を満たした場合には、この受給期間を一定期間延長し、その後、働くことができる

ようになってから、雇用保険の受給の手続きを行っていただく制度があります（詳しくは 20 ページ参

照)。 

 昼間学校に通うことによって、前ページで説明した「失業の状態」ではなくなっている場合には、求職

者給付を受けることはできません。 

 また、学校教育法第１条に規定される学校、同法第１２４条に規定される専修学校または同法第１３

４条第１項に規定される各種学校の学生または生徒など（通信制・夜間制・定時制を除く。以下「昼間学

生」という）や、実質、昼間学生と同様の方については、原則として、雇用保険法上の労働者となりませ

んので、求職者給付の支給を受けることはできません。 

 雇用保険法でいう「就職」とは、いわゆる正社員だけではなく、アルバイトやパートおよび研修等も含

まれます。 

 また、会社の役員へ就任する場合はもちろん、自営業の準備や自営業を営むこと、農業・商業等の家業

への従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動などについても、「就職」となる

場合があります。詳しくは、｢13 失業認定申告書の書き方｣をご覧ください。 
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３ 雇用保険受給資格者証の見方３ 雇用保険受給資格者証の見方

【離職理由 11、12、21、22、23、24、25、31、32、33の場合】

【離職理由 40 の場合】(給付制限のある場合)

◎表面 

◎裏面 

1 2
3

11

9

6

12
14

16 17 18
19 20

0530 25-012345-6 コヨウ タロウ
待期満了  待期満了日 070508
070509-0529 21 基本手当 \○○○,○○○ 69 

次回認定日 06月 27日 

「070509-0529」「21」とは、認定期間(令和７年 5月 9日～５月 29日)と

認定した支給日数(21日)です。

残っている支給日数です。

0530 
待期満了   待期満了日   070508 
25-012345-6 

給付制限期間 070509-070608 離職理由 40 

コヨウ タロウ 次回認定日 06月 27日 

「070509-070608」とは、給付制限を受けた場合に表示され、この期間(令和７年５月 9日～６月 8日)は、基本

手当は支給されません。

15

21

23

5
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内容に間違いがないか、必ずご確認ください。万一、間違いがあった場合には、係員にお申し付けください。

1 支給番号 
受給のための番号です。ハローワーク等（ハローワークまたは地方運輸局・海

事事務所）へのお問い合わせや、失業認定申告書に記入する番号です。 

2 氏名 
名前の読み方が間違っていませんか？（金融機関に登録してある読み方と異

なると振り込みができませんので、ご注意ください） 

3 被保険者番号 雇用保険では、今後お勤めの場合もこの番号が使用されます。 

5 離職時年齢 あなたの離職時の満年齢です。   

6 生年月日 
１桁目の「３」は「昭和」、４は「平成」を表します。「－」の右側は年月日を

表します。 

9 支払方法 指定された金融機関名、支店名、口座番号です。 

11 離職年月日 あなたが離職した日です。 

12 離職理由  

離職理由を番号で表しています。 

11、12   ：解雇（50を除く） 

21      ：雇止め（同一の事業主に３年以上雇用） 

22      ：雇止め（同一の事業主に３年未満雇用・更新明示あり） 

23      ：期間満了（同一の事業主に３年未満雇用・更新可能な旨明示あり） 

24      ：期間満了（21～23以外） 

25      ：定年（船員の方を除く）・移籍出向 

31、32   ：正当な理由のある自己都合退職（事業主からの働きかけ等） 

33      ：正当な理由のある自己都合退職（31、32以外） 

40、43、45：正当な理由のない自己都合退職 

50、55   ：自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇 

14 離職時賃金日額 
原則として、離職される直前の６か月間に支払われた賃金の合計を 180で割

った額です。 

15 給付制限 給付制限がある場合、その給付制限期間です。 

16 求職申込年月日 あなたがハローワーク等に離職票を提出し、求職申し込みをした日です。 

17 認定日  左側は週型、右側は曜日を表します（14ページ参照）。 

18 受給期間満了日 あなたが基本手当を受けることのできる期間の最終日です。 

19 基本手当日額 あなたが受ける基本手当の１日分の金額です。 

20 所定給付日数 あなたが基本手当を受けることができる上限日数です（８ページ参照）。 

21 通算被保険者期間 あなたが被保険者として雇用されていた通算の期間です（７ページ参照）。 

23 再就職手当支給歴 
あなたが過去に再就職手当を受給したことがある場合、最後に支給を受けた

日です。 

☆ 雇用保険受給資格者証は、他人に貸したり譲ったりすることはできません。また紛失した場合
には、すぐハローワーク等へ届け出てください。 

☆ 雇用保険受給資格者証は、コンピュータで処理しますので、折り曲げ線以外で折り曲げたり、
汚したりしないでください。 

☆ 雇用保険受給資格者証は、支給終了後も大切に保管してください。 

6



４ 基本手当の日額と給付日数は？４ 基本手当の日額と給付日数は？

求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」といいます。 

（１） 基本手当の日額は、原則として、離職される直前の６か月間に支払われた賃金の合計金額を、

１８０で割った金額（賃金日額）のおよそ 80％～45％になります（基本手当の日額については、

別途上限が定められています）。 

※ 基本手当の日額は、「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年８月１日に改定されます。 

（２） 基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が定められています。 

（基本手当の支給対象となる日が令和７年 8月 1日から令和８年 7月 31日までの場合） 

＊１ y=0.8w－0.3｛（w－5,340）/7,800｝w 

＊２ y=0.8w－0.35｛（w－5,340）/6,460｝ｗ，y=0.05w＋4,720 のいずれか低い方の額 

（３） 基本手当を受けることができる日数の上限は、離職の日における年齢、被保険者として雇用さ

れていた期間および原則として直近の離職理由などにより、次ページの表のとおり定められて

います（これを「所定給付日数」といいます）。 

賃金日額（ｗ円） 給付率 基本手当日額（y円） 

●離職時の年齢が 30歳未満または 65歳以上の方

3,014円以上 5,340円未満 80％ 2,411円～4,271円 

5,340円以上 13,140円以下 80％～50％ 4,272円～6,570円 （＊１） 

13,140円超 14,510円以下 50％ 6,570円～7,255円 

14,510円（上限額）超 — 7,255 円(上限額) 

●離職時の年齢が 30歳以上 45歳未満の方

3,014円以上 5,340円未満 80％ 2,411円～4,271円 

5,340円以上 13,140円以下 80％～50％ 4,272円～6,570円 （＊１） 

13,140円超 16,110円以下 50％ 6,570円～8,055円 

16,110円（上限額）超 — 8,055 円(上限額) 

●離職時の年齢が 45歳以上 60歳未満の方

3,014円以上 5,340円未満 80％ 2,411円～4,271円 

5,340円以上 13,140円以下 80％～50％ 4,272円～6,570円 （＊１） 

13,140円超 17,740円以下 50％ 6,570円～8,870円 

17,740円（上限額）超 — 8,870円(上限額) 

●離職時の年齢が 60歳以上 65歳未満の方

3,014円以上 5,340円未満 80％ 2,411円～4,271円 

5,340円以上 11,800円以下 80％～45％ 4,272円～5,310円 （＊２） 

11,800円超 16,940円以下 45％ 5,310円～7,623円 

16,940円（上限額）超 — 7,623円(上限額) 

転職等で被保険者であった期間に空白がある場合で、その空白期間が１年以内の場合には、前後の被保険者

であった期間を通算します。ただし、過去に基本手当（再就職手当等を含む。）または特例一時金の支給を受け

たことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが通算されることになります。 

 また、官民人事交流法第 21 条第１項に規定する雇用継続交流採用職員であった期間および育児休業給付の

支給を受けた期間（平成 19年 10月１日以降）も、所定給付日数を算定する計算から除きます。

被保険者として雇用されていた期間 被保険者として雇用されていた期間 
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所定給付日数所定給付日数

① 契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した方（②および③以外の全ての離職者） 

１０年未満
１０年以上

２０年未満
２０年以上

全 年 齢 ９０日 １２０日 １５０日

② 倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職された方（③を除く） 

１年未満
１年以上

５年未満

５年以上

１０年未満

１０年以上

２０年未満
２０年以上

３０ 歳未満 ９０日 １２０日 １８０日 ―

３ ０ 歳 以 上 ３ ５ 歳 未 満 １２０日
１８０日

２１０日 ２４０日

３ ５ 歳 以 上 ４ ５ 歳 未 満 ９０日 １５０日 ２４０日 ２７０日

４ ５ 歳 以 上 ６ ０ 歳 未 満 １８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日

６ ０ 歳 以 上 ６ ５ 歳 未 満 １５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日

※ 一定の要件を満たす雇止めにより離職された方に②の表が適用されるのは暫定措置です（令和９年 3 月 31 日までの間に

離職された方が対象）。 

③ 障害者等の就職が困難な方（ご本人からの申し出が必要となります） 

１年未満※ １年以上

４ ５ 歳未満
１５０日

３００日

４ ５ 歳 以 上 ６ ５ 歳 未 満 ３６０日

※ 「１年未満」欄は、②に該当する理由またはその他やむを得ない理由により離職された方にのみ適用されます。 

５ 基本手当の支給を受けることができる期間は？５ 基本手当の支給を受けることができる期間は？

 基本手当を受けることができる期間は、原則として離職日の翌日から１年間(所定給付日数が 330 日

の方は１年間＋30 日、360 日の方は 1 年間＋60 日)です。この期間を「受給期間」といいます。 

 この期間内の失業の状態にある日について、所定給付日数を限度として基本手当の支給を受けること

ができます。 

 この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後、基本手当の支給を受け

ることはできません。 

離職時の年齢 

被保険者であった期間 

被保険者であった期間 

離職時の年齢 

離職時の年齢 

被保険者であった期間 
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受給資格決定日 

待期（７日） 給付制限 120日分支給 30日分 

受給資格決定日 

待期（７日） 給付制限 Ａ（※）

当初の受給期間満了日 

受給期間満了日 

受給期間満了日 

自己都合で離職してから、ハローワーク等で手続きをするのが遅くなってしまった場合。 

 所定給付日数は 150日だったのですが・・・ 

この場合、120日分の支給を受けた時点で受給期間が終了するため、30日分は支給を受けることが

できません。 

ただし、病気やけが、妊娠等で引き続き 30日以上働けなくなったときには、受給期間を延長するこ

とができます（｢17 受給期間の延長とは？｣をご覧ください）。 

 また、８ページ③の方で、所定給付日数が 300 日または 360 日であって、２か月以上の給付制限

を受けた場合には、以下の受給期間の特例が適用されます。 

この場合、当初の受給期間にＡを加えた期間が受給期間となります。 

※ Ａ＝３か月(２か月)（給付制限期間）＋21日＋300日（所定給付日数）－１年

６ スタートは仕事探しの申し込み

７ 受給資格決定日からの「待期」

６ スタートは仕事探しの申し込み

 雇用保険の手続きは、ハローワーク等（退職した船員の方が、引き続き船員での就職を希望される場合

は地方運輸局）へ離職票を提出し、あわせて仕事探しの申し込みをしたときからスタートします。 

 この手続き開始の日を「受給資格決定日」といいます。 

 仕事探しの申し込みの際には、「求職申込書」に希望する仕事の種類や収入等を記入していただきま

す。 

７ 受給資格決定日からの「待期」
た い き

受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して７日間経過するまでは、基本手当の支給を受

けることはできません。この期間のことを「待期」といいます。 

 したがって、この「待期」の最終日の翌日からが支給の対象となる日となり、ハローワーク等で失業

の認定を受けた日について基本手当が支給されます。  

離職日の翌日 

受給期間（１年間）
支給を受けることができません。 

たとえば

離職日の翌日 

当初の受給期間（１年間） 

延長される期間 
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８ 支給が始まるのは（給付制限がない場合）８ 支給が始まるのは（給付制限がない場合）

待期が経過（このことを「待期満了」といいます）した後に、引き続き失業の状態にある場合、基本

手当の支給対象となります。 

( ／ )     ( ／ ) ( ／ )      ( ／ ) ( ／ ) 

９ 離職理由によって、１～３か月の給付制限があります９ 離職理由によって、１～３か月の給付制限があります

以下のどちらかに当てはまる方は、待期が経過（このことを「待期満了」といいます）した翌日から

１か月から３か月間経過した後に、引き続き失業の状態にある場合に、基本手当の支給が始まります。 

① 正当な理由がなく自己の都合で退職した場合

② 自己の責任による重大な理由により解雇された場合 

※ 正当な理由がなく自己の都合で離職された方の給付制限期間は、離職日が令和７年４月１日以降である場合は原

則１か月、同年３月 31日以前である場合は原則２か月となります。 

ただし、離職日からさかのぼって５年間のうちに２回以上正当な理由なく自己都合離職し、受給資格決定を受けた

場合または自己の責任による重大な理由により解雇された場合の給付制限期間は、３か月となります。 

( ／ )    ( ／ ) ( ／ )  ( ／ )      ( ／ )      ( ／ ) ( ／ ) 

  支給を受けることができるのは、給付制限期間が経過した後の認定日に認定を受けた後ですが、 

最初の認定日に失業の認定を受けないと待期が経過したことになりません。 

給付制限のある方も、定められた認定日には必ずハローワーク等に来所し、失業の認定を受けてください。 

受 給 資 格 

決 定 日 

支給されません 

待期（７日） 
待 期 

満了日 
待期満了日 

の 翌 日 

支給対象となります 

最初の認定日 

の 前 日 
最 初 の 

認 定 日 

失業の状態 
この認定日に来所して、失

業の認定を受けると、「７日

間の待期」と「待期満了日の

翌日から認定日の前日まで

の失業状態」が認定され、基

本手当の支給が始まります。 

失業の状態 

給付制限 

受給資格 

決 定 日 

支給されません 

待期（７日） 
待 期 

満了日 

待期満了日 

の 翌 日 

支給対象となります 

最初の

認定日 

支給されません 

給付制限期間が 

経 過 し た 翌 日 

認定日 

の前日 
認定日 
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10 教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます10 教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

令和７年４月以降に教育訓練等を受けた（受けている）場合、給付制限が解除され、基本手当を受給で

きます。次のいずれかの教育訓練等（令和７年４月１日以降に受講を開始したものに限ります）を離職前

１年以内に受けた方（途中退校は該当しません）または離職日以後に受けている方が対象です。 

○ 教育訓練給付金の対象となる教育訓練

○ 公共職業訓練等

○ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練

○ 上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

※ 自己の責任による重大な理由により解雇（重責解雇）された場合は、対象外です。 

たとえば
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給付制限期間が２か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する

場合には、申し出の期限に注意が必要です。

受講開始日が 

① 「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合 

    → 受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする必要があります。 

② 「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合 

  → 「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。 

本来、給付制限期間中の認定日はありませんが、給付制限期間中であっても、訓練の受講開始直後

の週型と曜日が同一である｢認定日の相当日｣までに訓練受講を申し出て給付制限を解除し、訓練受講

開始日以降、基本手当を受給することができます（失業の認定については、「12 失業の認定とは？」

をご覧ください。）。 

また、申し出を行い給付制限の解除を受ける場合、通常の失業認定と同様、認定日数に応じた職業

相談等の求職活動実績が必要です（求職活動実績の取扱いについては、「14 求職活動実績とは？」

をご覧ください。）。 

【例】 

 週型と曜日については、「12 失業の認定とは？」をご覧ください。 

※１ 5/14 までに訓練受講を申し出て、5/14 に認定を受けた場合、4/20 から基本手当が支

給されます。 

  ※２ 5/14 までに訓練受講の申し出をしなかった場合、6/11 までに訓練受講の申し出をした

としても、4/20～5/14の基本手当を受給することはできません。 

ご注意ください

受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日（初回認定日以降に受講を開始した場合は、そ

の受講開始日の直後の認定日）までに申し出る必要があります。

教育訓練等を受けた（受けている）場合の申し出について教育訓練等を受けた（受けている）場合の申し出について
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以下の書類をハローワークへ提出してください。 

○ 受給資格決定日以降に受講を開始する場合 または 受給資格決定日に受講中の場合

→ 訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による訓練開始日の証明書 

 ○ 受給資格決定日前に訓練を修了している場合

  → 訓練修了日が記載された修了証明書または訓練実施施設による訓練修了日の証明書 

教育訓練給付金の支給申請時などにこれらの書類を提出済みの場合は、その旨お伝えください。 

教育訓練等を受けた方または受ける方は、ハローワーク等の係員にお問い合わせください。

11 支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら？

12 失業の認定とは？

11 支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら？

再就職が決まった場合は、就職の前日に、ハローワーク等に就職の届け出をしていただく必要があり

ます（詳しくは、｢22 就職または事業を開始することが決まったときは？｣をご覧ください）。 

 基本手当や再就職手当等の支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入され

ていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者とし

て雇用されていた期間に算入されます。 

通算することができる期間の範囲や条件については、いくつかの定めがありますので、詳しくはハロ

ーワーク等の係員にお問い合わせください。 

12 失業の認定とは？

 基本手当の支給を受けるためには、原則として４週間（28日）に１回の指定された日（これを失業の

認定日といいます）に、必ずあなたご自身がハローワーク等へ来所のうえ、失業の状態であった（ある）

ことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。 

「失業の状態」にあるか否かを客観的・具体的に確認したうえで給付を行うことが重要ですので、失

業の認定には、一定範囲の求職活動実績による判断基準を設けています。失業認定申告書に、失業の認

定を受けようとする期間に行った求職活動を正しく記入してください（失業認定申告書については「13 

失業認定申告書の書き方」を、求職活動実績については｢14 求職活動実績とは？｣をご覧ください）。 

 ハローワーク等では、その申告を基にして、失業の状態にあった日について失業の認定を行い、基本手

当を支給する手続きを行います。

申し出の際の必要書類
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「失業の認定日」について

 雇用保険受給資格者証の認定日の欄に、認定日の週型と曜日が表示されています。 

 添付のカレンダーを使って、認定日を調べます。 

13 失業認定申告書の書き方13 失業認定申告書の書き方

「失業認定申告書」について

 失業認定申告書は、基本手当を受けるための重要な書類ですから、該当する欄に正確に記入してくだ

さい。万一、偽りの申告をすると、不正受給として処分されます。

１ 認定日には、①雇用保険受給資格者証 ②失業認定申告書 をお持ちください。 

２ 失業認定申告書は、黒のボールペンまたは万年筆で記入してください。 

   もし、間違えたときは、間違えた箇所に二重線を引き訂正してください。

 ３ 次のような場合には、まだ収入を得ていなくても、該当する欄に正確に記入してください。 

（１） 就職（見習・試用期間を含む）した場合には、採用になった日付 

（２） 内職や手伝いをした場合には、その日付

（３） パート、アルバイト、臨時雇用および日々雇用等の就労をした場合には、働いた日付 

   （これらが繰り返されて長期にわたる場合には、「就職」とみなされる場合があります） 

 （４） 自営業を開始（準備期間を含む）した場合、会社の役員等に就任した場合、農業・商業等

家業に従事した場合、請負・委任による労務提供をした場合、ボランティア活動をした場合に

は、その日付 

「２型ー火」と印字されている場合 

「２型」は認定日の週型を表します（１型から４型まで）。 

「火」は曜日を表します（月、火、水、木、金）。 

※第２火曜日という意味ではありませんので、ご注意ください。 

左のカレンダーを見ると、週型２（横）と火曜日（縦）が交わって

いる９月 16日が認定日となります。 

また、次の認定日は、10月 14日となります。 

★認定日が１か月に２回ある月もあります。 

★認定日が休祝日にあたる場合は、あらかじめハローワーク等で認定

日を変更し、所内に掲示等してお知らせします。掲示類を必ずご確

認ください。 

★受給資格者証に次回認定日を印字しています。 

ご注意ください
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失業認定の窓口へ受給者の方をお呼びする際は、窓口事務の円滑化による待ち時間短縮や

書類等を他の方へ誤って交付することを防止するためフルネームでの呼び出しを行っていま

す。ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、諸般の事情からフルネームでの呼び出しを希望されない方は、事前に職員までご相

談ください。

窓口での呼び出しについて 

★ 内職、手伝いによる収入があった場合には、一定の基準で計算して基本手当が減額、または

不支給となる場合があります。詳しくは、ハローワーク等の係員にお問い合わせください。 

★ 必要に応じて、認定の際に運転免許証その他の本人であることを確認することが出来る書類

を提示していただくことがあります。

ご注意ください
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４ ５ × × ○

５ ２０００ ２

５／19 ハローワーク

○○

職業相談の結果、株式会社△△への紹介を受け

て 、 ５ 月 ２ ３ 日 面 接 。 採 否 結 果 待 ち 。

（５月２９日採否通知予定）

（株）□□産業

03－5253－1111

５／６ 直接

訪問

営業
５月１６日

不採用通知有り

７ ５ ２８
○○

雇用 太郎

２５―１２３４５６―７

①

②

③

④

⑤

⑥

２５
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◎ 失業認定申告書には、ありのままを記入しましょう。

記入についての詳しい説明は、雇用保険説明会で行います。

① 失業の認定を受けようとする期間中に、就職・就労、内職・手伝いをした場合は『ア した』に○印

を付けてください。 

原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までをいいます。 

18ページの要件を参考にして、カレンダーに○印または×印を付けてください。 

※ いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず、必ず記入してください。 

  また、就職または就労、あるいは内職または手伝いかの判断がつかない場合には、ハローワーク

等の係員にお問い合わせのうえ、記入してください。 

② 失業の認定を受けようとする期間中に、内職または手伝いをして収入を得た場合、その内職収入、

手伝いの謝礼等を受けた日と収入額、その収入が何日分のものであるかを必ず記入してください。 

③ 求職活動の状況を具体的に記入してください（「求職活動」として認められるものについては 19ペ

ージ参照）。 

  具体的な記入要領は次のとおりです。 

○ 失業の認定を受けようとする期間中に求職活動を行った場合には、(1)欄の該当事項を記入してください。 

(1)欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募した場合には、(2)欄に該当事項を記載してください。 

○ 離職理由による給付制限を受けていた方は、給付制限後の最初の失業の認定日に、給付制限期間中における 

求職活動の状況も記載してください。 

 ○ (1)欄には、（ア）～（エ）により求職活動を行った場合に、該当する箇所に○印を付け、「活動日」、「利用し

た機関の名称」および「求職活動の内容」を具体的に記載してください。 

（イ）～（エ）の民間職業紹介機関、労働者派遣機関、公的機関等を利用した場合には、「利用した機関の名称」

欄に機関の名称のほか、その機関の電話番号をあわせて記載してください。 

 ○ (2)欄の「事業所名、部署」欄には、応募した事業所名と部署名のほか、その部署の電話番号をあわせて記入

してください。 

また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問等、求人に応募した方法を具体的に記入してください。 

「応募の結果」欄には、例えば「現在採否結果待ち（×月×日採否結果通知予定）」、「×月×日採用（不採用）

通知有り」等、その状況を具体的に記入してください。 

④ ハローワークの職業紹介に応じられる場合には『ア 応じられる』に○印をつけてください。紹介に

応じられない場合には『イ 応じられない』に○印を付け、その理由を裏面８の（ア）～（オ）から選

んで○印を付けてください。 

⑤ 就職が決まった場合には、就職（予定）年月日、就職先事業所等を正確に記入してください（見習

い・試用期間等がある場合にはその初日を記入してください）。 

⑥ 認定日の年月日、支給番号を記入してください。受給資格者氏名欄に、氏名を記載してください。 

失業の認定を受けようとする期間中とは 

就職または就労した日（○）、内職または手伝いをした日（×）
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就職または就労とは（失業認定申告書のカレンダーに○印をする場合）

内職または手伝い（失業認定申告書のカレンダーに×印をする場合）

就職または就労とは（失業認定申告書のカレンダーに○印をする場合）

① 雇用保険の被保険者となる場合（就職の場合は失業認定申告書の５ア欄にも記入）。 

② 事業主に雇用され、１日の労働時間が４時間以上である場合。 

  ※契約期間が７日以上の雇用契約において週の所定労働時間が２０時間以上、かつ、週の就労日が

４日以上の場合は、実際に就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱います。 

③ 会社の役員に就任した場合（１日の労働時間は問わない）。 

④ 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の

内職、ボランティア活動をした場合で、原則として１日の労働時間が４時間以上である場合。 

⑤ ④にあげた活動を行い、１日の労働時間が４時間未満であったが、それに専念するためハローワー

ク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合。 

※ ①、②、③の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職または就労したこととなります。 

① 事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委

任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として１日の労働時間が４時間

未満（雇用保険の被保険者となる場合を除く）であった場合。 

② 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の

内職、ボランティア活動をした場合で、１日の労働時間が４時間以上だったが、１日当りの収入額が賃

金日額の最低額（＊）未満であった場合。 

＊ ３，０１４円。この額は毎年８月１日に変更となる場合があります。 

※ 内職または手伝いによる収入を得ていない場合でも、内職または手伝いをしたことの申告は必要

となります。また、内職または手伝いにより収入があった（自己の労働によって収入を得た）場合

は、その収入金額を申告する必要があります。 

14 求職活動実績とは？14 求職活動実績とは？

 仕事探しの方法には、ハローワーク等が用意した各種メニューはもちろん、新聞広告やインターネッ

トでの求人情報の検索や、知人への紹介依頼等、さまざまなものがありますが、基本手当の支給を受ける

ためには、客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要になります。この実績のことを「求職

活動実績」といいます（求職活動実績として認められる活動は次ページ参照）。 

基本手当の支給を受けるためには、求職活動実績として認められる活動を、原則として前回の認定日

から今回の認定日の前日までの期間中に、最低２回以上行うことが必要となります。 

また、給付制限期間が２か月以上の場合には、この給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせ

た期間中に、原則として求職活動実績として認められる活動を最低２回以上（給付制限期間が３か月の

場合は、最低３回以上）行うことが必要となります。 

内職または手伝い（失業認定申告書のカレンダーに×印をする場合）
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15 求職活動実績にはどんなものがあるの？

16 基本手当の支払いについて

15 求職活動実績にはどんなものがあるの？

 求職活動実績として認められる主なものは次のとおりです。ハローワークや新聞、インターネット等で

求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等は、求職活動実績には含まれません。 

① 求人への応募 

 ② ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等 

 ③ ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講 

 ④ 許可・届け出のある民間機関（民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所）が行う職業相談、職業紹介等 

 ⑤ 許可・届け出のある民間機関（民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所）が行う求職活動方法等を指導する

セミナー等の受講 

 ⑥ 公的機関等（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等）

が行う職業相談等 

 ⑦ 公的機関等（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等）

が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等 

 ⑧ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等 

※ 求職活動実績にあたるかどうか不明な場合は、ハローワーク等にお問い合わせください。 

  これらの求職活動実績として認められるものは、１日も早い再就職の実現に非常に効果的なもので

すので、日々の仕事探しの方法の中に、積極的に取り入れるようにしましょう。 

  なお、申告された求職活動実績については、利用機関等への問い合わせ等により事実確認を行うこ

とがあり、事実と異なる申告は不正受給となる場合があります。 

16 基本手当の支払いについて

 基本手当は、失業の認定を受けた後、その認定された日数分について、あなたの指定した金融機関の

預金口座に振り込まれます。 

 なお、預金口座に振り込まれるのは、失業の認定日の約７日後となります（金融機関によって振り込

みまでの期間が異なります。また、土、日、祝日等による金融機関の休日等がある場合には、その日数分

だけ入金が遅れます）。 

 また、預（貯）金口座は本人名義の普通預金（貯蓄口座以外）でなければ振り込みができませんので、

ご注意ください。 

 なお、振り込みの名義は｢コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク｣です。通帳には、上記

名義の途中まで印字されます。※金融機関によって異なる場合があります。 

☆ 氏名を変更するときは、通帳の名義を変えただけでは振込みができませんので、必ず新氏名名

義の通帳を添えて、ハローワーク等の係員に申し出てください。 

☆ 振り込まれた給付金の額について、雇用保険受給資格者証の金額と預金通帳の金額が間違いな

いかどうかを確認してください。 

☆ 不明な点は、ハローワーク等の係員にお問い合わせください。

ご注意ください
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受給期間満了日 

延長期間 

延長後の受給期間満了日 

60歳以上（船員の方については 50歳以上）の定年退職や定年後の継続雇用の終了により退職し、退職後一定期間求職の

申し込みをしないことを申し出た場合には、この申し出た期間（最長１年間）分、受給期間を延長することができます。 

申請期限は、離職日の翌日から２か月以内です。この取り扱いを希望される場合には、必ず、ハローワーク等に離職票を

提出される際に係員に申し出てください（求職申し込みをされた後には、この取り扱いはできませんので、ご注意くださ

い）。

17 受給期間の延長とは？17 受給期間の延長とは？

基本手当を受給できる期間は、原則、離職日の翌日から１年間（８ページ参照）ですが、次のような場

合には受給期間を延長することができます。この期間中に、病気、けが、妊娠、出産、育児（３歳未満）、

小学校就学前の子の看護、親族等の看護、配偶者の海外勤務に本人が同行する場合、一定のボランティア

活動等で引き続き 30 日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その職業に就くことがで

きない日数を受給期間に加えることができます（受給期間に加えることができる期間は最大３年間です）

 受給期間延長の申請をされる場合には、引き続き 30日以上働くことができなくなった日の翌日以降、

早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が

可能です。ハローワーク等へ以下の書類を提出してください。

１ 「受給期間延長等申請書」 

２ 「雇用保険受給資格者証」 

３ 「延長理由に該当することの事実を確認できる書類」 

  （郵送または代理人による提出も可能ですが、代理人の場合委任状が必要です）。 

 受給期間の延長が認められると「受給期間延長等通知書」をお渡ししますが、その延長の理由が終わっ

たときは、すぐにハローワークに届け出てください。 

 なお、延長理由等によっては、医師の診断書等の証明書類等を提出していただくことになります。 

 受給資格の決定を受けた後、病気やけがのため 15 日以上働くことができない状態となったときは、

基本手当のかわりに同額の傷病手当の支給を受けることができる場合があります。詳しくは｢32 病気

やけがで働けなくなったときは？｣をご覧ください。 

受給期間延長の申請手続きについて

受給期間（１年間）

働くことのできない期間（30日以上） 

離職日の翌日 

この間の基本手当は受給できません。 

たとえば

60歳以上の定年退職者等の受給期間の延長について
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以下の①～⑤の全ての要件を満たす事業であることが要件となります。 

① 事業の実施期間が 30日以上であること。 

② 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算

して 30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。 

③ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。 

④ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。 

 ※次のいずれかの場合は、④に該当します。 

 ・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。 

 ・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所 

  の実在が確認できること。 

⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること。 

 ※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。 

申請期限は原則として離職後事業を開始等した日の翌日から２か月以内となります。 

※ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この期間を超えてもこれ 

らの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。 

18 離職後に事業を開始等した方の受給期間の特例について18 離職後に事業を開始等した方の受給期間の特例について

事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大３年間受給期間に算入しない特例があります。

これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給すること

が可能になります。（受給期間に加えることができる期間は最大３年間です） 

 受給期間の特例を申請する際には、「受給期間延長等申請書」、「雇用保険受給資格者証または離職票－

２」、「事業を開始等した事実と開始日を確認できる書類」がそれぞれ必要となります。必要書類について

はお近くのハローワーク等へお問い合わせください。 

受給期間の特例が認められると「受給期間延長等通知書」をお渡ししますが、当該事業を休廃業したこ

とにより再び就職活動をする場合は、すぐにハローワークに届け出てください。 

特例の申請には要件があります。

たとえば
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19 紹介拒否などによる給付制限とは？

20 認定日にハローワーク等に来所しなかったときは？

19 紹介拒否などによる給付制限とは？

ハローワーク等が紹介する職業に就くこと、指示した公共職業訓練を受けること、ハローワーク等が

行う職業指導を受けることを正当な理由がなく拒んだとき、または、公共職業訓練を自己都合で中途退

校したときは、その日から１か月間、基本手当の支給を受けることができません。

20 認定日にハローワーク等に来所しなかったときは？

認定日にハローワーク等に来所することができなかった場合には、その認定日までの期間と来所しな

かった認定日当日については、失業の認定（基本手当の支給）を受けることができません。

そして、次の認定日の前日までにハローワーク等に来所して、職業相談等の積極的な求職活動をしな

かった場合には、その次の認定日の前日までの期間についても失業認定を受けることができません。 

以下の例を参考にしてください。  

① 10月 15 日の認定日に来所せず、次回 11月 12 日の認定日に来所した場合 

来所できなかった認定日（10／15）の次の認定日（11／12）の前日（11／11）までに来所してい

ないと、９月 17日から 11月 11日までの 56日間は支給を受けることができません。 

② 10月 15 日の認定日に来所せず、10月 16日から 11月 11日の間に来所して職業相談を受けた後、次回

11月 12 日の認定日に来所した場合 

 ９月 17日から 10月 15日までの 29日間は支給を受けることができません。 

 なお、１０月１６日～１１月１１日の期間も、原則、２回以上の求職活動実績が必要となります。 

③ 給付制限２か月の方が、定められた認定日に来所せず、３か月経過後に来所した場合 

待期および給付制限は終了せず、支給の対象とはなりません（９、10ページ参照）。

来所せず 

支給を受けることはできません。 支給を受けることはできません。 支給を受けることができます。 

認定日（９／17） 認定日（10／15） 認定日（11／12） 認定日（12／10） 

所来所来所来

９／17 ～ 10／14 10／15 ～ 11／11 11／12 ～ 12／９ 

来所せず 

支給を受けることはできません。 10／16から支給対象となります。 支給を受けることができます。 

認定日（９／17） 認定日（10／15） 認定日（11／12） 認定日（12／10） 

所来所来所来

９／17 ～ 10／14 10／16 ～ 11／11 11／12 ～ 12／９ 

職業相談のため来所

離職 受給資格決定日 来所せず 来所せず 来所せず 来所 

（８／27） （９／17） （10／15） （11／12） （12／10） 

最初の認定日 認定日 認定日 認定日 

支給対象とはなりません。 
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21 認定日の変更について21 認定日の変更について

所定の認定日に来所できない場合に、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱

いとして認定日を変更することができます。 

 その場合、必ず事前にハローワーク等に連絡したうえで指示を受けるようにしてください。 

 なお、認定日の変更の取り扱いを受ける場合には、原則として、その事実がわかる証明書等が必要と

なります（必要な証明書等については、ハローワーク等の窓口で指示を受けるようにしてください）。 

 病気のため 10月 15日の認定日に来所できず、ハローワーク等の指示により 10月 17日にその 

事実がわかる証明書類を持って来所した場合 

 10 月 17日には、９月 17日から 10月 16日までの 30日分の認定を受け、11月 12日には、

10月 17日から 11月 11日の 26日分の認定を受けることができます。 

 また、指定された認定日に来所できなかった場合、その理由が、次の①から③までのいずれかであると

きは、その理由を証明した証明書によって次回の認定日にまとめて認定を受けることもできます。 

この場合にも、必ずハローワーク等に連絡したうえで、指示を受けるようにしてください。 

 ①働くことができない期間が 14日以内の病気、けがのとき(傷病証明書) 

 ②ハローワーク等の紹介により求人者との面接をしたとき(面接証明書) 

 ③天災その他避けることができない事故(水害、地震、交通事故など)により来所できないとき 

  (官公署の証明) 

（９／17） 

認定日 

支給を受けることができます 支給を受けることができます 

認定日 

）21／11（）71／01（）51／01（

認定日 

）11／11～71／01（）61／01～71／９（
所来所来所来 来所せず 

☆ 就職 

 ☆ 求人者との面接、選考、採用試験等 

 ☆ 各種国家試験、検定等資格試験の受験 

  ☆ ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合 

 ☆ 働くことができない期間が 14日以内の病気、けが 

 ☆ 本人の婚姻 

 ☆ 親族の看護、危篤または死亡、婚姻（親族の全てではなく、範囲が限られています） 

 ☆ 子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式 

やむを得ない理由とは？

たとえば
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22 就職または事業を開始することが決まったときは？

23 再就職手当について

22 就職または事業を開始することが決まったときは？

就職（試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む）または事業を開始することが決まった時は、

原則として、就職または事業（事業開始のための準備期間がある場合は準備）を開始する日の前日にハロ

ーワーク等に来所のうえ、失業認定申告書により就職の届け出を行い、失業の認定を受けてください。 

□ 雇用保険受給資格者証

□ 失業認定申告書

□ 採用証明書等

※ 雇用保険説明会までに就職が決まった（就職日が雇用保険説明会より前の日付）ときは、この「し

おり」および説明会に持参するように指示されたものを持参のうえ、就職日の前日にハローワーク等

に来所し、就職の届け出を行ってください。 

※ 就職日より前に認定日が設定されている場合は、その認定日はハローワーク等に来所し、失業の

認定を受ける必要があります。 

※ ハローワーク等に来所のうえ、所定の手続きをしなかった場合、再就職手当等の申請は行うことが

できませんので、ご注意ください。 

23 再就職手当について

基本手当の所定給付日数の３分の１以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て

満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。 

支給額は、所定給付日数の３分の１以上を残して就職した場合は、支給残日数の 6０％、所定給付日数

の３分の２以上を残して就職した場合は、支給残日数の 7０％に、基本手当日額を掛けて得た金額にな

ります。

所定給付日数
支給残日数

再就職手当の額
支給率60％の場合 支給率 70％の場合

９０日 ３０日以上 ６０日以上

１２０日 ４０日以上 ８０日以上

１５０日 ５０日以上 １００日以上

１８０日 ６０日以上 １２０日以上

２１０日 ７０日以上 １４０日以上

２４０日 ８０日以上 １６０日以上

２７０日 ９０日以上 １８０日以上

３００日 １００日以上 ２００日以上

３３０日 １１０日以上 ２２０日以上

３６０日 １２０日以上 ２４０日以上

就職の届け出に必要なもの

なお、再就職手当等の支給要件に該当すると思わ

れる場合には、失業の認定を行った後に支給申請

用紙をお渡しします。

（１円未満の端数は、切り捨て）

6０％

または

7０％

×
所定給付日数

の支給残日数
×

基本手当

日額

（※上限有）
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※ 再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。 

 ○ 離職時の年齢が６０歳未満の方 ・・・・・・・・ 6,570円

 ○ 離職時の年齢が６０歳以上６５歳未満の方 ・・・ 5,310円

（基本手当の上限額は、毎年８月１日に変更となる場合があります） 

 再就職手当の支給を受けた場合には、手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基

本手当の支給を受けたものとみなします。 

所定給付日数から、同一の受給資格に基づいて既に基本手当の支給を受けた日数、または、傷病手

当、再就職手当の支給を受けたことにより基本手当の支給を受けたものとみなされた日数を差し引い

た日数のことです。 

※ 支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了

年月日までの日数が支給残日数となります。 

また、給付制限期間中に就職した場合で、支給残日数が給付制限期間の末日の翌日から受給期間満

了年月日までの日数を超えるときは、給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数

が支給残日数となります。 

次の①から⑧までの要件を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。 

また、自立したと認めることができる一定の要件のもとに事業を開始された場合にも、再就職手当が

支給されることがあります（この場合の支給要件等は、ハローワーク等の係員にお問い合わせください）。

（＊）支給申請書が提出された日から約１か月後に、再就職手当の支給に関する確認を行います。なお、 

①就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の３分の１

以上あること 

（支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日

までの日数が支給残日数となります）※支給残日数については、上記の｢「支給残日数」とは｣を参照。 

②１年を超えて勤務することが確実であると認められること 

（１年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標達成が条件付けられている場合は 

「１年を超えて勤務することが確実であること」には該当しません） 

③待期満了日後の就職であること 

④離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後１か月間については、ハローワーク等ま

たは許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること 

※11ページの給付制限の解除を受けた方も本要件を満たす必要があります。

⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと 

（資本･資金･人事･取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます） 

⑥就職日前３年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと 

⑦受給資格決定（求職申し込み）前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと 

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること 

（例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません） 

次の要件を全て満たしていることが必要です

「支給残日数」とは

再就職手当の支給要件再就職手当の支給要件
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※ 支給決定日からおおむね１週間程度で所定の口座に入金されます。ただし、申請内容の確認結果等

によっては、支給の決定を行うまでに時間がかかることもあります。 

ハローワーク等で紹介を受け、事業所に面接に行き、就職した場合のことをいいます。したがっ

て、ハローワーク等の公開求人や求人情報誌等を見るなどして、ご自身で直接応募して就職された

場合には「ハローワーク等の紹介による就職」とはなりません（職業紹介事業者等の場合も同様で

す） 

また、ハローワークインターネットサービス上で求人に直接応募（オンライン自主応募）するこ

とができますが、オンライン自主応募は「ハローワーク等の紹介」とはなりません。 

24 再就職手当を活用しましょう24 再就職手当を活用しましょう

再就職手当は、早期に再就職すると給付率が 6０％→7０％にアップします。

□ 基本手当日額 4,000円、所定給付日数９０日の方が支給残日数６０日の時点で就職された場合 

□ 所定給付日数９０日に対して、基本手当の残日数が６０日（３分の２以上）ですので、再就職 

手当の支給率は７０％となります。 

□ 再就職手当の金額は、4,000円 × ６０日 × 7０％ ＝ 168,000円となります。 

□ 基本手当日額 4,000円、所定給付日数９０日の方が残日数５９日の時点で就職された場合 

□ 所定給付日数９０日に対して、基本手当の残日数が５９日（３分の１以上）ですので、再就職手当

の支給率は６０％となります。 

□ 再就職手当の金額は、4,000円 × ５９日 × 6０％ ＝ 141,600円となります。 

「ハローワーク等の紹介による就職」とは

待期(７日) 基本手当支給(３１日分) 所定給付日数(９０日) 

離職 資格決定日 待期 

満了日 

待期満了日

の翌日 

就職日

の前日 

日了満間期給受日職就

待期(７日) 基本手当支給(３０日分) 所定給付日数(９０日) 

離職 資格決定日 待期 

満了日 

待期満了日

の翌日

就職日

の前日 
日了満間期給受日職就
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25 再就職手当の手続きは？

26 再就職手当受給後にも給付があります

25 再就職手当の手続きは？

申請期限は、就職日の翌日から１か月以内です。

 再就職手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。 

１ 再就職手当支給申請書（就職先の事業主の証明が必要となります） 

２ 雇用保険受給資格者証 

３ その他、ハローワーク等の求める書類 

※ 提出は郵送でも差し支えありません。 

ハローワーク等で就職の届け出を行った後でなければ、再就職手当の申請手続きはできません。 

また、再就職手当の支給を受けると、同一の就職を理由とする高年齢再就職給付金は支給されま 

せん。詳しくは｢37 雇用継続給付等について｣をご覧ください。 

26 再就職手当受給後にも給付があります

 早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に６か月以上雇用され、

かつ再就職先で６か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下してい

る場合、就業促進定着手当の支給を受けることが出来ます。  

再就職手当の申請手続きについて

ご注意ください

就業促進定着手当の支給要件

①再就職手当の支給を受けていること。 

②再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き６か月以上雇用されていること。

※事業主の都合による出向等であっても、再就職手当の支給を受けた再就職の日から６か月経過前に雇用保険の被保険者

資格を喪失した場合には、この手当の支給は受けられません。 

（事業を開始されたことで再就職手当が支給された場合は、この手当の支給は受けられません。）。 

③再就職手当の支給を受けた再就職の日から６か月間に支払われた賃金額の１日分の額（A）が離職前

の賃金日額（B）を下回ること（Aと B の原則的な計算方法は P６の 14をご覧ください。）。 

※離職前の賃金日額が下限額の場合には、再就職後６か月間の賃金の１日分の額が離職前の賃金日額を下回ることはない

ので、この手当の支給は受けられません。 

次の要件を全て満たしていることが必要です
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支給額＝（B － A）×再就職の日から６か月間内における賃金の支払いの基礎

となった日数（月給制の場合は暦日数、日給制や時給制の場合は労働の日数）

ただし、次のとおり上限額があります。 

上限額：基本手当日額（※１） × 基本手当の支給残日数に相当する日数（※２） × 20％（※3）

     ※１ 基本手当日額にも再就職手当と同様の上限額があります。 

     ※２ 再就職手当の給付を受ける前の支給残日数です。 

※３ 令和７年３月 31日以前に就職した方については、再就職手当の支給率が 70％の場 

合は 30％、支給率が 60％の場合は 40％となります。 

申請期限は、就職日から６か月経過した日の翌日から２か月以内です。

 就職促進定着手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。 

１ 申請書（就職先の事業主の証明が必要となります） 

２ 雇用保険受給資格者証 

３ 出勤簿の写し、賃金台帳の写し等、ハローワーク等の求める書類 

※ 提出は郵送でも差し支えありません。 

27 常用就職支度手当について27 常用就職支度手当について

次のいずれかの方が、基本手当の支給残日数が所定給付日数の３分の１未満の時点で、ハローワーク

等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介で安定した職業に就き、支給要件を全て満たした

ときに支給される手当です。 

○４５歳以上で労働施策総合推進法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方 

○障害のある等で、就職が困難な方 

支給額について

申請について

支給額について

申請について

□ 60歳未満の時点で離職、離職時の賃金が月給制 30万円、基本手当日額が 6,207円だった

方が、支給残日数が 90日の状態で再就職をして再就職手当を受給。 

再就職後６か月間の賃金は月給制 28万５千円になった場合。 

□ 離職前の賃金日額は 10,000 円（B）、再就職後６か月間の賃金の 1 日分の額は 9,500 円

（A）です。 

□ 賃金支払い基礎日数は、月給制なので歴日数（183日とします）です。 

□ 就業促進定着手当の金額を計算式により一通り計算すると 

（10,000円 － 9,500円） × 183日 ＝ 91,500円 となります。 

□ この場合の上限額は次のとおりなので、91,500円が支給されます。 

6,207円 × 90日 × 20％ ＝ 111,726円 
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① 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の３分の１未満であること。 

② ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したこと。 

 ③ １年以上引き続いて雇用されることが確実であること。 

 ④ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 

 ⑤ 待期満了日後に職業に就いたこと。 

 ⑥ 給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと。 

 ⑦ 原則、就職日において支給残日数が残っていること。 

 ⑧ 雇用保険の被保険者資格を取得する要件での雇用であること。 

 ⑨ 就職日前３年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていな 

いこと。 

 ⑩ 再就職手当の支給を受けることができないこと。 

申請期限は、就職日の翌日から１か月以内です。

 常用就職支度手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。 

 １ 常用就職支度手当支給申請書（就職先の事業主の証明が必要となります） 

 ２ 雇用保険受給資格者証 

 ３ その他、ハローワーク等の求める書類 

 ※ 提出は、郵送でも差し支えありません。また、支給・不支給の決定をするために一定の調査

期間(１か月程度)を要します。

支給額は、９０（所定給付日数の支給残日数が９０日未満である場合には、支給残日数に相当する数。

その数が４５を下回る場合、４５）に基本手当日額を乗じて得た額の１０分の４となります（１円未満の

端数は切り捨て）。

 なお、所定給付日数が２７０日以上の受給資格者については、一律３６日分となります。 

※ 常用就職支度手当を算出する際の基本手当日額には上限額があります。 

○ 離職時の年齢が６０歳未満の方 ・・・・・・・・ 6,570円

○ 離職時の年齢が６０歳以上６５歳未満の方 ・・・ 5,310円

（基本手当の上限額は、毎年８月１日に変更となる場合があります） 

※支給に関する調査を行う際に、その事業所に勤務していることが必要です。

次の支給要件を全て満たしていることが必要です

常用就職支度手当の申請手続きについて

常用就職支度手当の金額は
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28 その他の就職促進給付について28 その他の就職促進給付について

 その他の就職促進給付として、移転費、広域求職活動費等があります。 

移転費について

 移転費とは、受給資格者の方がハローワーク、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業

に就くため、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住居所を変更す

る場合であって、ハローワークの所長が必要であると認めたときに支給されます。 

 移転費を受給できる方は以下の方となります。 

基本手当の受給資格者の方がハローワーク、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に

就くため、又はハローワークの所長の指示した訓練を受けるため、その住居所を変更する場合で、次の

(ｲ)、(ﾛ)のいずれにも該当する方。 

 （ｲ） 待期の期間が経過した後に就職し、又は訓練等を受けることとなった場合であって、管轄のハロ

ーワークの所長が住居所の変更を必要と認めた場合。 

     なお、次のいずれかに該当する場合には、住居所を変更する必要があると認められるものとし

て取り扱います。 

   ⅰ） 通常の交通機関を利用し、又は通常の交通の用具を使用して通勤（所）するための往復所要

時間が４時間以上であるとき 

   ⅱ） 交通機関の始（終）発等の便が悪く、通勤（所）に著しい障害を与えるとき 

  ⅲ） 就職先の事業所又は訓練等を受講する訓練施設の特殊性又は事業主の要求によって移転を余

儀なくされるとき 

（ﾛ）  当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先の

事業主、公共職業訓練等の施設の長その他の者から支給されないとき、又はその支給額が移転費

の額に満たない方。 

なお、上記(ｲ)、(ﾛ)に該当する場合であっても、就職先の雇用期間が１年未満の場合、循環的に雇用さ

れることが慣行となっている方が離職前と同様の状態で再雇用された場合や職業紹介の拒否等による給

付制限を受けた場合に、その給付制限期間が経過する前に、就職し、又は公共職業訓練等を受けることと

なった場合等については、移転費は支給されません。 

（申請の手続き等については、ハローワーク等の係員にお問い合わせください）。 

求職活動支援費について

 求職活動支援費とは、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費からなり、受給資格

者の方が求職活動に伴い次の①～③のいずれかに該当する行為をする場合であって、ハローワークの所

長が必要であると認めたときに、支給されます。 

 ① ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合（広域求職活動費） 

 ② ハローワークの職業指導により短期の訓練を受講する場合（短期訓練受講費） 

 ③ 求職活動を容易にするための保育等サービスの利用をする場合（求職活動関係役務利用費） 
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【広域求職活動費】

 広域求職活動費の支給を受けられるのは、ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動

を行い、次の(ｲ)、(ﾛ)のいずれにも該当する受給資格者の方です。 

 (ｲ) 紹介された求人が、当該受給資格者等に適当と認められる管轄区域外に所在する求人者の事業所

に係る常用求人であること 

 (ﾛ) 鉄道賃、船賃、航空費及び車賃の計算の基礎となる距離が往復鉄道 200キロメートル（水路及び

陸路は４分の１キロメートルをもってそれぞれ鉄道１キロメートルとみなす）以上であること。 

  上記(ｲ)及び(ﾛ)の受給資格者の方についても、以下に該当しない場合は、広域求職活動費は支給され

ません。 

  ⅰ） 待期の期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき 

  ⅱ） 広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所から支給されないとき、又はその支給額が広域

求職活動費の額に満たないとき。 

なお、上記ⅰ）、ⅱ）のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合に、その給付制限期間が

経過する前に、広域求職活動を開始した場合等については、広域求職活動費は支給されません。 

【短期訓練受講費】

短期訓練受講費の支給を受けられるのは、ハローワークの職業指導により再就職のため１か月未満の

教育訓練を受け、その訓練を修了した方で、次の(ｲ)～(ﾆ)のいずれにも該当する受給資格者の方です。 

 (ｲ) 教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること。 

  (ﾛ) 職業指導を受ける日において、受給資格者であること。 

 (ﾊ) 待期の期間が経過した後に、教育訓練の受講を開始したこと。 

 (ﾆ) 教育訓練給付制度（一般教育訓練）の講座指定を受けている講座を受講する場合は、一般教育訓

練給付金の支給要件を満たす方でないこと。 

【求職活動関係役務利用費】

求職活動関係役務利用費の支給を受けられるのは、求人者との面接等をするため、又は教育訓練を受

講するため、その子に関して保育等サービスを利用した場合であって、次の(ｲ)～(ﾆ)のいずれにも該当す

る受給資格者の方です。 

 (ｲ) 保育等サービスを利用した日において、受給資格者であること。 

 (ﾛ) 待期の期間が経過した後に、保育等サービスを利用したこと。 

  (ﾊ) 「求人者との面接等」とは、求人者との面接のほか、筆記試験の受験、ハローワーク等、許可・

届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等（独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等）が行う求職活

動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含める。 

  (ﾆ) 「教育訓練の受講」とは、ハローワークの指示・推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就

職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、ハローワークの指導により各種養成施設に入

校する場合、教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等を受講している場合及び出

向・移籍支援業務として実施される委託訓練・講習等を受講する場合をいう。 

（申請の手続き等については、ハローワーク等の係員にお問い合わせください）。 
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 □ 雇用保険受給資格者証 

 □ 離職票または喪失確認通知書（後日でも差し支えありません） 

29 就職した後に、再び離職したときは？29 就職した後に、再び離職したときは？

新しい受給資格が得られなかった場合

 当初の受給期間内（８ページ参照）に、支給残日数がある場合には、その範囲内で基本手当の支給を受

けることができます。ただし、支給の対象となる日は、離職後にハローワーク等に来所して届け出をし、

再求職申し込みをされた日（給付制限期間がある場合は、給付制限期間経過後）からとなりますので、離

職後できるだけ早くハローワーク等に来所して届け出るようにしてください。 

 なお、再就職手当等の支給を受けた場合は、その支給日数分を差し引いた範囲内（端数は切り捨て）

で基本手当の支給を受けることができます。 

  所定給付日数１８０日の方が、基本手当６０日分の支給を受けた後再就職し、再就職手当８４日分

の支給を受けた後に離職したとき 

 １８０日（所定給付日数）－６０日（基本手当）－８４日（再就職手当）＝３６日、の範囲内で 

基本手当の支給を受けることができます。 

 再就職手当等の支給を受けた後の最初の離職（新たに受給資格が生じた後の離職を除きます。以下 

「再離職」といいます）の日が受給期間内にあり、かつ、倒産、解雇等により再離職された方について、

一定の受給期間が延長されます。 

新しい受給資格が得られた場合

 就職した事業所で被保険者となって１２か月以上（解雇・倒産等で退職された方の場合は６か月以上）

働いた後に離職した場合には、通常は新たに雇用保険の受給資格が生じますので、その受給資格で基本

手当の支給を受けることになります。この場合には、支給を受けるための手続きを最初から行う必要が

あります（２ページ参照）。 

 なお、新たに受給資格が得られた場合には、以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。 

届け出に必要なもの

待期 基本手当支給(60日分) 就職（受給資格なし） 36 日分 

離職日の

翌 日 

受給資格

決 定 日 

再就職手当 84 日分 
再求職

申込日 

受給期間（１年間） 

たとえば

再就職手当等受給後に再離職した場合の受給期間が延長される特例があります
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30 氏名や住所を変更するときは

31 安定所長・地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を

受講するときは？

32 病気やけがで働けなくなったときは？

30 氏名や住所を変更するときは

氏名や住所を変更する場合には、できるだけ早く、ハローワーク等に届け出をしてください。 

 住所を変更した場合、雇用保険の手続きにお越しいただく、管轄のハローワーク等が変更となる場合

があります。 

31 安定所長・地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を

受講するときは？

ハローワーク等では、あなたの再就職に役立つと判断した場合は、公共職業訓練等の受講を指示する

ことがあります。 

 この場合には、所定給付日数分の支給が終了した後も、訓練修了日まで基本手当が延長して支給され

ます。 

 このほか、訓練受講に要する費用にあてるため、受講手当、通所手当等が支給されます。 

32 病気やけがで働けなくなったときは？

受給資格の決定を受けた後に、病気やけがのため１５日以上働くことができない状態になった場合に

は、基本手当のかわりに、同額の傷病手当の支給を受けることができます（ただし、健康保険、労災保険

等、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補償給付等の支給を受けている場合や待期期間中および給付

制限期間中の日は、支給を受けることができません）。 

 また、引き続き３０日以上働くことのできない場合には、傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長

し、傷病が治癒した後に基本手当の支給を受けることもできます（受給期間の延長については 20 ペー

ジ参照）。 

□ 雇用保険受給資格者証 

 □ 氏名、住所変更届（住民票記載事項証明書等の証明書類を添付してください） 

 □ 払渡希望金融機関変更届・新氏名名義の通帳（氏名変更の場合） 

届け出に必要なもの

33



傷病手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。申請期間

は、傷病が治癒した直後の認定日までです。 

１ 傷病手当支給申請書 

２ 雇用保険受給資格者証 

※ 提出は代理の方でも差し支えありませんが、その場合、委任状が必要となります。 

 傷病の期間が１か月以上になると思われる場合には、事前にハローワーク等へご相談ください。 

 また、健康保険の種類を確認させていただきますので、「健康保険証（または資格確認書）」（写し

でも差し支えありません）をご持参ください。 

33 もし、受給資格者本人が受給中に亡くなったときは？33 もし、受給資格者本人が受給中に亡くなったときは？

万一、受給中に受給資格者本人が亡くなった場合には、その方と生計を同じくしていたご遺族が死亡

の前日（一定の場合に当日）までの基本手当等の支給を受けることができます。これを「未支給失業等

給付」といいます。 

 この場合には、受給資格者本人の死亡した日の翌日から６か月以内に「未支給失業等給付請求書」をハ

ローワーク等に提出してください。

傷病手当の申請手続きについて
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34 失業等給付は正しく受給しましょう

35 処分に不服があるときは？

34 失業等給付は正しく受給しましょう

◎ 不正受給とは

  失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、偽りまたは不正な手段によって失業等

給付の支給を受け、または受けようとすることをいいます（現実に支給を受けたか否かを問いません。）。

◎ 正しく申告しないと不正受給になります。

  例えば、次のような場合です。 

□ 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をした。 

□ 事業主に雇用された場合（雇用の形態は問いません。試用（研修）期間も含みます。）に、そのこ

とを失業認定申告書で申告しなかったり、採用日、雇用され、働いた事実および収入を隠したり、

偽った申告をした。 

□ 労災保険の休業（補償）給付や健康保険の傷病手当金等の支給を受けていることを申告しなかった

（雇用保険の支給終了後、雇用保険を受給した期間について、労災保険の休業補償給付の支給を遡

って受ける場合を含む。）。 

□ 就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って、再就職手当等の支給申請をした。 

□ 会社の役員等に就任したことを申告しなかった。 

□ 偽りの記載をした離職票（離職理由を含む。）を提出した。 

◎ ルールを守って正しく受給しましょう。

  もし、不正受給をすると、 

□ 支給停止（その日以後の失業等給付の支給を受ける権利がなくなります） 

□ 返還命令（不正に受給した金額は、全額返還しなければなりません） 

□ 納付命令（不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の２倍に相当する額

をさらに納めなければなりません） 

□ 不正受給した日の翌日から延滞金が課せられます。 

□ これら返還金などの納入を怠ると、財産の差押え等が行われることがあります。 

□ 悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがあります。

35 処分に不服があるときは？

ハローワーク等が行った失業等給付に関する処分に不服がある場合は、その処分のあったことを知っ

た日の翌日から 3か月以内に、雇用保険審査官（鹿児島労働局雇用保険審査官 〒８６０-８５１４ 熊

本市西区春日２-１０-１ 熊本地方合同庁舎A棟９階 熊本労働局職業安定部職業安定課内 電話番号

０９６-２１１-１７０５）に審査を申し出ることができます。これを「審査請求」といいます。 

 審査請求を行う場合には、ハローワーク等を通じて、または、直接雇用保険審査官にその旨を申し出て

ください。

 また、雇用保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から２か月

以内に労働保険審査会に再審査請求をすることができます。 

 ただし、審査請求した日の翌日から３か月を経過しても審査請求についての決定がない場合は、決定

を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。 

 ハローワーク等が行った失業等給付に関する処分の取消訴訟は、審査請求の決定を経た後に、決定が

あったことを知った日から６か月以内に提起することができます（ただし、決定のあった日から１年を

経過した場合を除く。）。 

 ただし、審査請求をした日の翌日から３か月経過しても審査請求についての決定がない場合等は、決

定を経ないで、取消訴訟を提起することができます。 

35



一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者は、次の①または②のいずれかに該当する方であっ

て、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了された方です。 

① 雇用保険の被保険者（雇用保険被保険者として在職中の方） 

  厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日（以下「受講開始日」という。）において、支

給要件期間(※２)が３年以上あること(※３) 

② 雇用保険の被保険者であった方（雇用保険被保険者でない方） 

  受講開始日直前の被保険者でなくなった日が受講開始日以前１年以内（適用対象期間の延長が行わ

れた場合には最大 20年以内）(※４)にあり、受講開始日における支給要件期間が３年以上あるこ

と(※３) 

一般教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に対して支払

った教育訓練経費の 20％に相当する額（上限 10万円）の支給を受けることができます。 

 ただし、その 20％に相当する額が４千円を超えない場合には教育訓練給付金の支給を受けること

はできません。 

※  受講開始日前１年以内にキャリアコンサルタント（職業能力開発促進法第 30 条の 3 に規定するキャリアコ

ンサルタント）が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることがで

きます。ただし、その額が２万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は２万円までとします（平成 29年１

月１日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります。）。 

36 教育訓練給付金について36 教育訓練給付金について

1 一般教育訓練に係る教育訓練給付金

 働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用

保険の給付制度です。 

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者（※１）（在職者）、または被保険者であった方（離職者）が、

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設

に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額（上限あり）が支給されます。 

※１ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。 

※２ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者として雇用された期間

をいいます。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。 

※３ 初めて一般教育訓練に係る教育訓練給付を受ける方については、支給要件期間が１年以上あるこ

と（暫定措置） 

※４ 受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降１年間のうちに妊

娠、出産、育児、病気、けが等の理由により、引き続き 30日以上対象教育訓練の受講を開始できな

い日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、被保険者資格を喪失した日から

受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間（適用対象期間）にその受講を開始できない日

数（最大 19年）を加算することができます。 

支給対象者

支給額
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特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者は、次の①または②のいずれかに該当する方

であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了された方です。 

① 雇用保険の被保険者（雇用保険被保険者として在職中の方） 

  厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日（以下「受講開始日」という。）におい

て、支給要件期間(※２)が３年以上あること(※３) 

② 雇用保険の被保険者であった方（雇用保険被保険者でない方） 

  受講開始日直前の被保険者でなくなった日が受講開始日以前１年以内（適用対象期間の延長が

行われた場合には最大 20年以内）(※４)にあり、受講開始日における支給要件期間が３年以

上あること(※３) 

① 特定一般教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に

対して支払った教育訓練経費の 40％に相当する額（上限 20万円）の支給を受けることができ

ます。 

  ただし、その 40％に相当する額が４千円を超えない場合には教育訓練給付金の支給を受け

ることはできません。 

② また、受講修了後に、受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了

日の翌日から 1 年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した特

定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、教育訓練経費の 50％（上限 25

万円）に相当する額（※５）の支給を受けることができます。 

 ※５ ①で既に支給した額との差額を支給します。

2 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金

 速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とす

る雇用保険の給付制度です。 

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者（※１）（在職者）、または被保険者であった方（離職者）が、

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設

に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額（上限あり）が支給されます。 

※１ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。 

※２ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者として雇用された期間

をいいます。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。 

※３ 初めて特定一般教育訓練に係る教育訓練給付を受ける方については、支給要件期間が１年以上あ

ること（暫定措置） 

※４ 受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降１年間のうちに妊

娠、出産、育児、病気、けが等の理由により、引き続き 30日以上対象教育訓練の受講を開始できな

い日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、被保険者資格を喪失した日か

ら受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間（適用対象期間）にその受講を開始できな

い日数（最大 19年）を加算することができます。 

支給対象者

支給額
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専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者は、次の①または②のいずれかに該当する方であ

って、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了された方です。 

① 雇用保険の被保険者 

  専門実践教育訓練の受講を開始した日（以下「受講開始日」という。）に雇用保険の被保険者の方の

うち、支給要件期間（※２）が３年以上（※３）あること 

② 雇用保険の被保険者であった方 

受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）以降、受講開

始日までが１年以内（適用対象期間の延長（※４）が行われた場合には最大 20年以内）であり、

かつ支給要件期間が３年以上（※３）ある方 

① 専門実践教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に対

して支払った教育訓練経費の 50％に相当する額（年間上限 40 万円）の支給を受けることがで

きます。ただし、その 50％に相当する額が４千円を超えない場合には教育訓練給付金の支給を受

けることはできません。 

② また、受講修了後に、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日

の翌日から 1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した専門実

践教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、教育訓練経費の 70％に相当する額（年

間上限 56万円）（※５）の支給を受けることができます。 

  ※５ ①で既に支給した額との差額を支給する。 

③ さらに、①②の支給要件を満たした上で、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して 5％以上

上昇した場合は、教育訓練経費の 80％に相当する額（年間上限 64万円）（※６）の支給を受け

ることができます。 

  ※６ ①②で既に支給した額との差額を支給する。 

３ 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的

とする雇用保険の給付制度です。 

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者（※１）（在職者）、または被保険者であった方（離職者）が、

厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育

訓練経費の一定の割合額（上限あり）をハローワークから支給する制度です。 

また、当該給付を受けている方については、訓練を受けている期間で失業状態である日について、基本

手当日額に相当する額の 60％の教育訓練支援給付金を受けられる場合があります。 

※１ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。 

※２ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者として雇用された期間

をいいます。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。 

※３ 初めて専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受ける方については、支給要件期間が２年以上あ

ること（暫定措置） 

※４ 受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降１年間のうちに妊

娠、出産、育児、病気、けが等の理由により、引き続き３０日以上対象教育訓練の受講を開始できな

い日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、被保険者資格を喪失した日か

ら受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間（適用対象期間）にその受講を開始できな

い日数（最大 19年）を加算することができます。 

支給対象者

支給額
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◆ 10 年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練の教育訓練給

付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日を起点として、10 年を経過するまでの間に受講開

始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、192万円が限度となります。 

◆ なお、法令上最短 4年の専門実践教育訓練を受講している方については、3年目受講修了時に、

専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の 10 年間における支給上限額 192 万円に、4 年目受講

相当分として上限 64万円を上乗せされます(4年間で最大 256万円)。 

4 教育訓練給付金の指定講座と支給要件照会について

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、 

① 受講開始（予定）日現在において、あなたが教育訓練給付金の受給資格を満たしているか 

② 受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているか 

について、「教育訓練給付金支給要件照会票」により、あなたの住所を管轄するハローワークに照会する

ことができます。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。 

「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」により、ハローワークの窓口でご覧いただけます。 

 なお、インターネットでも「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でご覧いただけます。

（https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/） 

厚生労働大臣の指定する教育訓練にはどんなものがあるか
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□ ６０歳以上６５歳未満の被保険者であること 

□ 被保険者であった期間が通算して５年以上あること 

 ※ この「被保険者であった期間」の計算において、被保険者であった期間に空白がある場合には、

その空白期間が１年以内の場合は、前後の被保険者であった期間を通算することになります。 

ただし、基本手当等または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その後の期間しか通

算することができません。 

□ ６０歳以後の各月に支払われた賃金額が、６０歳到達時の賃金月額の７５％未満に低下している

こと 

□  ６０歳以後の各月に支払われた賃金額が、支給限度額（386,922円 毎年８月１日に変更となる

場合があります。）未満であること 

□ 各暦月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること 

□ 各暦月において育児休業給付または介護休業給付の支給を受けることができないこと 

各月に支払われた賃金の「低下率」(%)（各月に支払われた賃金額 ÷ ６０歳到達時の賃金月額 × 

100）に応じて、次の計算式により算定します（ただし、支給限度額等により支給額が減額されたり、

支給がなされないことがあります。）。 

□ 低下率が 64（61）％以下の場合 

    支給額 ＝ 各月に支払われた賃金額 × 10（15）％ 

□ 低下率が 64（61）％を超えて７５％未満の場合 

    支給額 ＝ 各月に支払われた賃金額  

× 10（15）％～０％（低下率により一定の割合で逓減します。） 

□ 低下率が 75％以上の場合  支給されません。 

※  □の括弧内は、令和７年３月 31 日以前に 60 歳に達した日（その日時点で被保険者であった

期間が５年以上ない方はその期間が５年以上となった日）を迎える方の割合です。 

※ 支給を受けることができる期間は、65歳に達する月までとなります。 

37 雇用継続給付等について37 雇用継続給付等について

雇用保険の給付の中には、在職中に支給される「雇用継続給付」等の制度があります。 

 皆様が再就職された後に、支給の対象となる場合がありますので、簡単にご紹介します。 

 なお、雇用継続給付等の支給申請等の手続きについては、再就職をされた先の事業主を経由して行っ

ていただくこととなります。 

 この「雇用継続給付」等には、「高年齢雇用継続給付」、「介護休業給付」及び「育児休業等給付」があ

ります。 

 高年齢雇用継続給付は、６５歳までの雇用の継続を援助するために、一定の要件を満たす６０歳以上

６５歳未満（船員の方については、生年月日によって５５歳以上６０歳未満となる場合があります。詳し

くは係員にお問い合わせください。）の雇用保険の被保険者の方（在職中の方）に支給されます。 

 高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の２種類があります。 

１ 高年齢雇用継続基本給付金

  雇用保険の基本手当等（再就職手当等の基本手当を支給したとみなされる給付を含む。）の支給を受

けていない方が支給対象となる給付金です。 

支給要件

支給額

高年齢雇用継続給付について
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□ ６０歳以上６５歳未満の被保険者であること 

□ 被保険者であった期間が通算して５年以上あること 

 ※ この「被保険者であった期間」の計算において、被保険者であった期間に空白がある場合に

は、その空白期間が１年以内の場合は、前後の被保険者であった期間を通算することになりま

す。 

ただし、基本手当等または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その後の期間し

か通算することができません。 

□ 就職日の前日において、基本手当の支給残日数が１００日以上あること 

□  再就職後の賃金月額が、基本手当の算定の基礎となった賃金日額の３０日分の額の７５％未満

に低下していること 

□ 再就職後の各月に支払われた賃金額が、支給限度額（386,922円 毎年８月１日に変更とな

る場合があります。）未満であること 

□ 各暦月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること 

□ 各暦月において育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けることができないこと

基本的な考え方は高年齢雇用継続基本給付金と同様です（高年齢再就職給付金においては、高年齢

雇用継続基本給付金の「支給額」（前ページ参照）の括弧内については、令和７年３月 31 日以前

に支給要件を満たす再就職をされた方の割合となります。）。ただし、「低下率」は 60 歳到達時の

賃金ではなく、基本手当の基準となった賃金に比べて、再就職後の賃金が下がっているかどうかを

計算します。 

なお、支給を受けることができる期間は基本手当の支給残日数によって、次のとおりとなります。

□ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が２００日以上の場合 ： 再就職後２年間 

□ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が１００日以上の場合 ： 再就職後１年間 

 ※ その期間内に 65歳に達した場合には、65歳に達した月までとなります。 

２ 高年齢再就職給付金

  受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後、６０歳到達時以後に１年を超えて引き続き雇用され

ることが確実であると認められる職業に就いたことにより被保険者として雇用された方に対する給付

金です。基本手当の受給期間内に就職し、就職日の前日における基本手当の支給残日数が１００日以

上ある場合が対象となります。 

※ 高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。

※ 雇用継続給付の実際の給付額は、「みなし賃金額」や「支給限度額」の関係で減額となる場合や、支

給されない場合があります。詳しくは、ハローワークの係員にお問い合わせください。 

雇用保険の被保険者（※）が、その家族を介護するため介護休業を取得した場合、一定の要件を満たす

と「介護休業給付金」が支給されます。詳しくは、ハローワークの係員にお尋ねください。 

※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。 

支給要件

支給額

介護休業給付について
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離職日の翌日から翌年度末までの期間において、 

1 雇用保険の特定受給資格者（例：倒産・解雇などによる離職） 

2 雇用保険の特定理由資格者（例：雇い止めなどによる離職） 

 として求職者給付（基本手当等）を受ける方です。 

 ※雇用保険受給資格者証の離職理由が 11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当される方 

 ※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。 

※雇用保険の求職者給付（基本手当等）を受ける期間とは異なります。 

※届け出が遅れても遡って軽減を受けることができます。 

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入す

るなど、国民健康保険を脱退すると終了します。

雇用保険の被保険者（※）（男女を問いません。）が育児休業を取得した場合等に、一定の要件を満たす

と育児休業等給付が支給されます。 詳しくは、ハローワークの係員にお尋ねください。 

※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。 

38 雇用保険と老齢厚生年金等との併給調整について

39 国民健康保険料（税）の軽減について

38 雇用保険と老齢厚生年金等との併給調整について

 求職者給付（基本手当）と老齢厚生年金・退職共済年金との併給調整が行われます。受給権が発生する

老齢厚生年金等の受給権者が、求職者給付（基本手当）の支給を受ける間は、老齢厚生年金・退職共済年

金の支給が停止となります。 

 これは、求職者給付（基本手当）の支給内容が変更されるのではなく、あくまでも年金の支給が停止さ

れるものです。なお、求職者給付（基本手当）の他に高年齢雇用継続給付も併給調整の対象となります。 

 併給調整について詳しくは、あなたが手続きをされている、または、される予定の年金事務所にお問い

合わせください。 

なお、その他の国や自治体の給付等においても、併給調整が行われる場合があります。

雇用保険の支給を受けた場合の併給の取扱いについては、それぞれの給付の窓口にご確認ください。 

39 国民健康保険料（税）の軽減について

 倒産や解雇などによる離職（特定受給資格者）や、雇い止めなどによる離職（特定理由離職者）をされ

た方の国民健康保険料（税）が軽減されます。  

国民健康保険料（税）は、前年の所得などにより算定されます。 

軽減は、前年の給与所得をその 30/100とみなして行います。 

  ※具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。 

対象者

軽減額

軽減期間

軽減を受けるには届け出が必要です。制度の詳しい説明は、お住まいの

市町村の国民健康保険担当にお問い合わせください。

育児休業等給付について
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離職後に事業を開始等
したため、受給期間の
特例を受けようとする
とき

原則として離職後に事
業を開始等した日から
2か月以内

受給期間延長等申請書、
受給資格者証

事業を開始
等した事実
と開始日を
確認できる
書類

21ページ

手続きを必要とするとき 手続きの期限 必要な書類 該当ページ

病気、けが、妊娠、出
産、育児、親族の看護
などのため、受給期間
の延長をしようとする
とき

職業に就くことができ
なくなった期間が３０
日に至った日の翌日以
降、早期にすることが
原則ですが、延長後の
受給期間の最後の日ま
での間であれば、可能

受給期間延長等申請書、
受給資格者証

20ページ

添付書類
及び証明者

母子手帳、
診断書等

就職または事業を開始
することが決まったと
き

原則として、就職日の
前日

雇用(採用年月日)証明書、
受給資格者証

24ページ

早期に再就職したとき
就職した日の翌日から
１か月以内

再就職手当支給申請書、
受給資格者証

24ページ

就職先
事業主

就職先
事業主

障がい者等の方がハ
ローワークの紹介で就
職したとき

就職した日の翌日から
１か月以内

常用就職支度手当支給
申請書、受給資格者証

28ページ

氏名や住所等を変更し
たとき

次の認定日まで（他の
ハローワーク等の管轄
地域 へ移転するときは
事前に）

受給資格者氏名・住所
変更届、受給資格者証

33ページ

就職先
事業主

病気やけがのため引き
続き１５日以上働けな
いとき

治った直後の認定日ま
で（長期傷病の場合
は、ハローワーク等に
ご相談下さい）

傷病手当支給申請書、
受給資格者証

33ページ

住民票等

診療担当
医師

死亡した受給者にか
わって遺族の方が失業
等給付を受給しようと
するとき

死亡した日の翌日から
6か月以内

未支給失業等給付
請求書、受給資格者証

34ページ

死亡診断
書、世帯全
部の住民
票、戸籍謄
本など

主な手続き一覧主な手続き一覧
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ハローワーク以外での求職活動ハローワーク以外での求職活動

厚生労働省では、ハローワークの求人情報をインターネット上で見られるようにしている他、民間の

職業紹介事業者や求人情報提供事業者等の機関が保有する求人情報のインデックス情報を一度に検索す

るサービスも提供しています。早期の再就職のためぜひご利用ください。 

ただし、インターネット上の各種サービスを閲覧して利用するだけでは、求職活動実績には含まれま

せんので、ご留意ください（｢15 求職活動実績にはどんなものがあるの？｣をご覧ください。）。 

 ハローワーク以外に、地方自治体や民間の職業紹介事業者でも職業相談・職業紹介等を行っています。 

これらの職業紹介事業者は、それぞれハローワークとは異なる特徴や得意分野がありますので、ご希

望に応じたサービスの提供を受けることができる場合もあります。 

ハローワークでは、民間の職業紹介事業者等のサービス内容に関して情報提供を行っていますので、

ご利用ください。厚生労働省のホームページでも閲覧することができます。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000039531.html） 

 これらの職業紹介事業者が行う職業相談や職業紹介は求職活動実績に含まれますので、忘れずに認定

日に申告をしてください。 

 なお、民間の職業紹介事業者が行うサービスには、有料のものがある場合がありますので、事前に十分

ご確認ください。 

インターネットを利用した求職活動

ハローワーク以外の職業紹介事業者を利用した求職活動

インターネットを利用した求職活動

ハローワーク以外の職業紹介事業者を利用した求職活動

ハローワークでは、全国ネットワークを活かし、多くの求人情報を揃えています。このハローワーク

の求人情報のうち、事業主の方がインターネット上にも掲載することを希望したものについては、「ハ

ローワークインターネットサービス」の求人情報検索を利用することで、ご希望の条件に見合った求人

を探すことができます。また、就職活動の役に立つ情報も掲載しています。 

（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/） 

ハローワークインターネットサービス
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事業主記入欄は、事業主に電話等により確認させていただくことがありますので、

あらかじめご了承ください。

       採 用 証 明 書       別紙１

支給番号        －          － 

フリガナ 

氏  名 生年月日 
   年  月  日 

  （〒      ） 

住所                    （電話  （    ）    ）

この採用証明書は、正しい雇用年月日を把握し、適正な給付を行うため、事業主の

皆様に証明していただくものです。必ず出勤簿、タイムカード、労働者名簿等の関係

書類を確認の上、証明してください。 

   万一、雇用年月日を事実に相違して記載し、それが不正受給につながる場合は、雇

用保険法第 10条の４第２項により失業等給付を受けた者と連帯して返還及び納付して

いただく場合があります。

雇用（予定）年月日

（試用期間を含む。）
年 月 日 雇用の内定日 年 月 日 

雇用（予定）年月日以前に臨時、アルバイ

ト、日雇い等で働いた期間の有無（該当す

る箇所を○で囲んでください。）。 

※裏面「「雇用年月日」についての注意事

項」を必ずご参照ください。 

ア 無し 

イ 有り（具体的な就労期間を記入し

てください。） 

年 月 日 ～ 年 月 日  

       （  日間）  

職  種  

今回採用された方の採用経路について、以下の項目の該当する箇所を○で囲んでく

ださい。

ア 安定所の紹介（関連機関含む）  ウ 求人広告、新聞折り込み等

イ 職業紹介事業者の紹介      エ 知人、取引先等の紹介

上記のとおり相違ないことを証明します。

公共職業安定所長 殿

  年   月   日     

事業所 所在地

名 称

代表者名

電 話                 

適用事業所番号      －        －  

ハローワークでは、各種技能を持たれた方々が多数仕事を探されています。

１ 今後の採用予定 ２ 現在、ハローワークに求人を

    □ ある   □ ない 出していただいていますか？

  □ 出している □ 出していない

職種 採用予定人数 採用の時期

月頃

月頃

事
業
主
記
入
欄

本
人
記
入
欄



「雇用年月日」についての注意事項

① まず、社員や従業員として、いつから在籍されているかを確認してくだ

さい。「雇用年月日」は、本人との間で取り決めをされた 

「在籍となる初日」のことをいいます。 

  通常は、「最初に出勤される予定の日」や「実際に出勤された日」となり

ますが、「在籍となる初日」と最初に出勤される日が異なる場合があるので、

ご注意ください。 

（例１）雇用年月日が休祝日に当たる場合 

●日は会社休業日 

       １月１日         １月２日      １月３日      １月４日 

 雇用日 以降出勤 

     ※ １月１日が雇用年月日 

（例２）出勤すべき初日に欠勤された場合 

       １月 23 日        １月 24 日  

 雇用日（欠勤） 以降出勤

     ※ １月 23 日が雇用年月日 

② 「在籍となる初日」には、正社員や本採用に限らず、臨時やパート、見

習い、試用、研修等で在籍している期間も含みます。 

（例３）正社員に切替前に、臨時・パート・試用期間・アルバイト等がある場合 

       ６月 20日                       ６月 30日      ７月１日 

雇用日                                           正社員に切替 

臨時、パート、試用期間、アルバイト等の期間 

     ※ ６月 20日が雇用年月日 



別紙２

上記の者について、以下のとおり、当社の採用試験（面接）を行いました。

上記のとおり相違ないことを証明します。

公共職業安定所長 殿

年 月 日

所在地

事業所

名 称

代表者名

電話番号

面 接 証 明 書

から

まで

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

採用試験 (面接）
実 施 日 時

住 所

氏 名





別紙３

上記のとおり証明します。

まで

日

公共職業安定所長 殿

日間

年

年 月 日

医師又は
診療担当者名

所在地

年 月 日

傷 病 証 明 書

支 給 番 号 －－

月

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日 生

傷病等のため職
業に就くことができ
なかったと認めら
れ る 期 間

傷病等の状態
及びその程度

から





別紙４

年 月 日

〒 －

℡（ ） －

令和 年 月 日 令和 年 月 日

離職理由　・・・・・・・　該当するものを○で囲み、具体的な事情を記載してください。

イ 解雇 ロ 倒産による退職 ハ 契約期間満了 具体的な事情

ニ 事業主の勧奨による退職 ホ 定年（　　　　歳）

ヘ 定年（　　歳）後の勤務延長又は再雇用の終了（　　歳）

ト その他

上記のとおり相違ないことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

公共職業安定所長　殿

事業所の所在地及び名称

事業主氏名

※　事業主の方へお願い

1

2

3 雇用保険に加入いただいている場合は、離職票Ⅰ・Ⅱをご使用ください。

【安定所記載欄】

この証明は、貴事業所で雇入れた方のうち、雇用保険被保険者として資格取得をされなかっ
た方についてご記入ください。

雇入年月日・離職年月日については、試用期間・研修期間等があった場合には、その期間を
含めてご記入ください。

平成

住　　　所

生年月日

昭和

氏　　　名

事
業
主
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い

日月年職離日月年用雇

離　職　状　況　証　明　書
（雇用保険未加入者用）

申
請
者
が
記
入

フリガナ





別紙５

※

上記のとおり証明します。

（　　　）

公共職業安定所長　殿

※この証明書は、認定日変更のときに使用するものです。

就 労 証 明 書

－－号番給支

受 給 資 格 者
氏 名

年齢

　　　　　年　　　月　　　日

受 給 資 格 者
住 所

就 労 期 間
　　　　　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

又　　は

断続して就労した
場 合 の 就 労 日

月 日　　日　　日　　日　　日　　日

月 日　　日　　日　　日　　日　　日

所 在 地

事業所　
名 称

代 表 者 氏 名

電 話





1 29 30 31 1 2 3 4 2 27 28 29 30 1 2 3 4 31 1 2 3 4 5 6
2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 1 7 8 9 10 11 12 13
3 12 13 14 15 16 17 18 4 11 12 13 14 15 16 17 2 14 15 16 17 18 19 20
4 19 20 21 22 23 24 25 1 18 19 20 21 22 23 24 3 21 22 23 24 25 26 27
1 26 27 28 29 30 31 1 2 25 26 27 28 29 30 31 4 28 29 30 1 2 3 4
0 29 30 0 0 1 0 0 1
1 26 27 28 29 30 31 1 3 1 2 3 4 5 6 7 4 28 29 30 1 2 3 4
2 2 3 4 5 6 7 8 4 8 9 10 11 12 13 14 1 5 6 7 8 9 10 11
3 9 10 11 12 13 14 15 1 15 16 17 18 19 20 21 2 12 13 14 15 16 17 18
4 16 17 18 19 20 21 22 2 22 23 24 25 26 27 28 3 19 20 21 22 23 24 25
1 23 24 25 26 27 28 1 3 29 30 1 2 3 4 5 4 26 27 28 29 30 31 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 23 24 25 26 27 28 1 3 29 30 1 2 3 4 5 4 26 27 28 29 30 31 1
2 2 3 4 5 6 7 8 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15 1 13 14 15 16 17 18 19 2 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22 2 20 21 22 23 24 25 26 3 16 17 18 19 20 21 22
1 23 24 25 26 27 28 29 3 27 28 29 30 31 1 2 4 23 24 25 26 27 28 29
2 30 31 0 0 1 1 30 1
2 30 31 1 2 3 4 5 3 27 28 29 30 31 1 2 1 30 1 2 3 4 5 6
3 6 7 8 9 10 11 12 4 3 4 5 6 7 8 9 2 7 8 9 10 11 12 13
4 13 14 15 16 17 18 19 1 10 11 12 13 14 15 16 3 14 15 16 17 18 19 20
1 20 21 22 23 24 25 26 2 17 18 19 20 21 22 23 4 21 22 23 24 25 26 27
2 27 28 29 30 1 2 3 3 24 25 26 27 28 29 30 1 28 29 30 31 1 2 3
0 0 1 4 31 1 0 4 5

※ 祝日及び振替休日については、変更の可能性あり

1 28 29 30 31 1 2 3 2 26 27 28 29 30 1 2 4 30 31 1 2 3 4 5
2 4 5 6 7 8 9 10 3 3 4 5 6 7 8 9 1 6 7 8 9 10 11 12
3 11 12 13 14 15 16 17 4 10 11 12 13 14 15 16 2 13 14 15 16 17 18 19
4 18 19 20 21 22 23 24 1 17 18 19 20 21 22 23 3 20 21 22 23 24 25 26
1 25 26 27 28 29 30 31 2 24 25 26 27 28 29 30 4 27 28 29 30 1 2 3
0 28 29 3 31 1 0 0 1
2 1 2 3 4 5 6 7 3 31 1 2 3 4 5 6 4 27 28 29 30 1 2 3
3 8 9 10 11 12 13 14 4 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
4 15 16 17 18 19 20 21 1 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
1 22 23 24 25 26 27 28 2 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
0 0 1 2 3 4 5 6 3 28 29 30 1 2 3 4 4 25 26 27 28 29 30 31
0 7 8 0 0 1 0 0 1
2 1 2 3 4 5 6 7 3 28 29 30 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7
3 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 11 2 8 9 10 11 12 13 14
4 15 16 17 18 19 20 21 1 12 13 14 15 16 17 18 3 15 16 17 18 19 20 21
1 22 23 24 25 26 27 28 2 19 20 21 22 23 24 25 4 22 23 24 25 26 27 28
2 29 30 31 1 2 3 4 3 26 27 28 29 30 31 1 1 29 30 1 2 3 4 5
0 0 1 0 0 1 0 0 1
2 29 30 31 1 2 3 4 3 26 27 28 29 30 31 1 1 29 30 1 2 3 4 5
3 5 6 7 8 9 10 11 4 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7 8 9 10 11 12
4 12 13 14 15 16 17 18 1 9 10 11 12 13 14 15 3 13 14 15 16 17 18 19
1 19 20 21 22 23 24 25 2 16 17 18 19 20 21 22 4 20 21 22 23 24 25 26
2 26 27 28 29 30 1 2 3 23 24 25 26 27 28 29 1 27 28 29 30 31 1 2
0 0 1 4 30 31 0 3 4

※ 祝日及び振替休日については、変更の可能性あり

令和７年（２０２５年）

日 月 火 水 木 金 土 木 金 土日 月 火

1 5 9

土木 金 水日 月 火 水

2 6 10

3 7 11

4 8 12

令和８年（２０２６年）

日 月 火 水 金 土木 金 土 土

1 5 9

火 水 木 金

2 6 10

日 月火 水 木日 月

3 7 11

4 8 12

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型



鹿児島労働局・ハローワークからのお知らせ鹿児島労働局・ハローワークからのお知らせ

○ハローワークは、平日 8:30～17:15まで開庁しております。 

○職業相談・職業紹介をご希望の方につきましては、以下、ご案内いたします。 

 （夜間開庁や土曜開庁の日は除いた平日のご利用についてのご案内です。） 

ハローワークとしては、以下の所要時間の目安や窓口の混雑状況により、9:00～17:00の間のご利用を

お勧めさせていただきます。 

１．求職申込や職業相談には一定の時間がかかります。 

 初めてハローワークをご利用いただく方については、求職申込が必要です。 

 求職申込書へのご記入や、ご記入いただいた求職申込書に沿ってご希望の条件等について確認させて

いただく相談については、概ね 30～40分程度は見ておいていただければと思います。 

（注）お待ちいただく時間は、日時によって変動するため、所要時間に含めておりませんので、お時間に

余裕を持ったご来所をお願いいたします。 

２．職業紹介については、先方(事業所)との連絡がつきにくい時間帯があります。 

 早朝（8:30～9:00）、昼休みの時間帯（12:00～13:00）、夕方 17:00過ぎにつきましては、他の時

間帯に比べて、事業所との連絡がつきにくい場合がございますので、予めご了承いただき、できました

ら、それらの時間帯以外のご利用をお願いいたします。 

 また、翌日に面接をご希望の場合については、夕方ですと、翌日の面接設定が難しい場合がございます

ので、早めのご利用をお願いいたします。 

台風や大雨等の自然災害が発生した場合、利用者及び職員の安全に配慮し、 

・鹿児島労働局 

・労働基準監督署 

・ハローワーク(附属施設含む） 

については、予告なく閉庁する場合がありますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。 

なお、当初予定していた失業認定日に、上記理由によりハローワークが閉庁した場合には、認定日の

変更を行うことになります（２３ページ参照）。 

警報解除等安全が確保できる状態となりましたら、遅くとも次の認定日の前日までには来所してくだ

さい（ハローワークが閉庁したことに伴う認定日の変更については、証明書は不要です）。 

 詳しくはハローワーク等の係員にお問い合わせください。 

※自然災害発生時における各施設の閉開庁情報は鹿児島労働局のホームページにおいて掲載しますので、

ご確認いただきますようお願いいたします。 

（鹿児島労働局ホームページ） 

ハローワークの職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたってのご案内

自然災害発生時における鹿児島労働局管内の各施設の閉庁について

ハローワークの職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたってのご案内

自然災害発生時における鹿児島労働局管内の各施設の閉庁について



志 布 志 市
ふるさとハローワーク

〒899-7192
志布志市志布志町志布志2-1-1
（099）471-1710

月～金　9時30分～17時00分

（祝日、年末年始を除く）

霧 島 わ か も の
ハ ロ ー ワ ー ク

〒899-5117
霧島市隼人町見次1229
イオン隼人国分店2階
（0995）64-2251

月～金 10時00分～18時30分

　（祝日、年末年始を除く）

姶 良 市
ふるさとハローワーク

〒899-5432
姶良市宮島町32-4
（0995）67-8510

月～金　8時30分～17時00分

（祝日、年末年始を除く）

鹿 児 島 新 卒 応 援
ハ ロ ー ワ ー ク

〒892-0842
鹿児島市東千石町1-38
鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）3階
（099）224-3433

月～金　9時30分～18時00分

（祝日、年末年始を除く）

ワークサポートみなみ

〒890-0073
鹿児島市宇宿2-3-5
オプシアミスミ3階
（099）257-5670

月～金 10時00分～18時00分

（祝日、年末年始を除く）

マザーズハローワーク

〒892-0842
鹿児島市東千石町1-38
鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）6階
（099）223-2821

月～金　10時00分～18時30分
　（祝日、年末年始を除く）

ハローワーク（公共職業安定所）の附属施設等一覧
（※職業相談、職業紹介を実施しています。）

間時庁開等地在所称名

ワークプラザ天文館

〒892-0842
鹿児島市東千石町1-38
鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）6階
（099）223-8010

月～金 １０時０0分～18時３0分
 第2・第4土曜日
  　　　10時00分～17時00分
　 （祝日、年末年始を除く）

◎子育て中の方向け求人情報の提供や就職支援はもちろん、地域の子育て支援拠等を利用する方へ

の職業相談、就職支援セミナー等、子育て中の方が安心してお仕事探しができるようサービスを

拡充します。

オンライン相談の

お申し込みは

こちらから

★「マザーズハローワークかごしま」にリニューアル！ ～子育て中もわくわくワーク～
令和６年８月に「ワークプラザ天文館」内マザーズコーナーが子育て中の方が安心してお仕事探しできる

拠点としてリニューアルしました。

◎キッズコーナー（予約制で保育士対応あり）をはじめ、施設内をリニューアル。

ゆったりと相談できるスペースを確保することで、子育て中のママ、パパが安心して

お仕事探しができる環境を提供します。

◎オンラインでの相談・紹介、応募書類の作成支援や面接指導等にも対応。

ご自宅のリラックスした環境でお子様を見ながら求職活動ができます。



※（出）は出張所、（分）は分室

ハローワーク（公共職業安定所）及び地方運輸支局一覧
（※雇用保険の手続き、職業相談、職業紹介、求人の受付等を実施しています。）

ハローワーク
または

地方運輸支局名

域区轄管等地在所

鹿 児 島
〒890-8555
鹿児島市下荒田1丁目43-28
（099）250-6060

鹿児島市、鹿児島郡

熊　　　  毛
（出）

〒891-3101
西之表市西之表16314-6
（0997）22-1318

西之表市、熊毛郡

川 内
〒895-0063
薩摩川内市若葉町4-24川内地方合同庁舎1階
（0996）22-8609

薩摩川内市

宮　 之　 城
（出）

〒895-1803
薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3
（0996）53-0153

薩摩郡

鹿 屋
〒893-0007
鹿屋市北田町3-3-11鹿屋市産業支援センター1階
（0994）42-4135

鹿屋市、垂水市、肝属郡

国 分
〒899-4332
霧島市国分中央1丁目4-35
（0995）45-5311

霧島市、姶良市

大　　　  口
（出）

〒895-2511
伊佐市大口里768-1
（0995）22-8609

伊佐市、姶良郡

加 世 田
〒897-0031
南さつま市加世田東本町35-11
（0993）53-5111

南さつま市、枕崎市
南九州市のうち知覧町・川辺町

伊 集 院
〒899-2521
日置市伊集院町大田825-3
（099）273-3161

日置市、いちき串木野市

大 隅
〒899-8102
曽於市大隅町岩川5575-1
（099）482-1265

曽於市、志布志市、曽於郡

出 水
〒899-0201
出水市緑町37-5
（0996）62-0685

出水市、阿久根市、出水郡

名 瀬
〒894-0036
奄美市名瀬長浜町1-1
（0997）52-4611

奄美市、大島郡（徳之島町、
 天城町、伊仙町を除く）

徳　 之　 島
（分）

〒891-7101
大島郡徳之島町亀津553-1
（0997）82-1438

大島郡のうち
 徳之島町、天城町、伊仙町

指 宿
〒891-0404
指宿市東方9489-11
（0993）22-4135

指宿市、南九州市のうち頴娃町

九 州 運 輸 局
鹿児島運輸支局

〒892-0812
鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階
（099）222-5660

鹿児島県全域

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。


